
一
三
八
八

付
録
Ｄ

－

１

自
動
車
の
貿
易
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
付
録

第
一
条

１

こ
の
付
録
の
規
定
の
適
用
上
、

「
付
録
締
約
国
」
と
は
、
場
合
に
応
じ
、
日
本
国
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
い
う
。

「
自
動
車
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
又
は
第
八
七
・
〇
四
項
に
分
類
さ
れ
る
産
品
を
い
う
。

「
原
産
自
動
車
」
と
は
、
第
三
章
（
原
産
地
規
則
及
び
原
産
地
手
続
）
の
規
定
に
従
っ
て
原
産
品
と
さ
れ
る
自
動
車
を
い

う
。「

貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
」
と
は
、
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
の
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
（
そ

の
改
正
を
含
む
。
）
を
い
う
。

こ
の
付
録
で
使
用
さ
れ
る
用
語
の
定
義
で
あ
っ
て
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
附
属
書
一
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の

（
同
附
属
書
の
柱
書
き
及
び
注
釈
を
含
む
。
）
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
、
こ
の
付
録
に
組
み
込
ま
れ
、
こ
の
付
録

の
一
部
を
成
す
。

２

次
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
４
及
び
５
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
両
付
録
締
約
国
間
の
自
動
車
の
貿
易
に

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
中
央
政
府
機
関
に
よ
る
全
て
の
強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続
の
立
案
、
制

定
及
び
適
用
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

こ
の
付
録
に
お
い
て
強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続
と
い
う
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
改
正
及
び
こ
れ
ら
の
対

象
と
な
る
産
品
の
追
加
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
規
則
の
追
加
を
含
む
も
の
と
し
、
重
要
で
な
い
性
格
の
改
正
及
び
追
加
を
除

く
。

４

こ
の
付
録
の
規
定
は
、
政
府
機
関
が
自
ら
の
生
産
又
は
消
費
の
必
要
上
作
成
す
る
技
術
仕
様
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。
当
該
仕
様
は
、
第
十
五
章
（
政
府
調
達
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。

５

こ
の
付
録
の
規
定
は
、
衛
生
植
物
検
疫
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
衛
生
植
物
検
疫
措
置
は
、
第
七
章
（
衛
生
植

物
検
疫
措
置
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。

６

付
録
締
約
国
以
外
の
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
こ
の
付
録
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
章
（
紛
争
解

決
）
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
こ
の
協
定
の
下
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
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九

付
録
Ｄ

－

１

自
動
車
の
貿
易
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
付
録

第
一
条

１

こ
の
付
録
の
規
定
の
適
用
上
、

「
付
録
締
約
国
」
と
は
、
場
合
に
応
じ
、
日
本
国
又
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
い
う
。

「
自
動
車
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
又
は
第
八
七
・
〇
四
項
に
分
類
さ
れ
る
産
品
を
い
う
。

「
原
産
自
動
車
」
と
は
、
第
三
章
（
原
産
地
規
則
及
び
原
産
地
手
続
）
の
規
定
に
従
っ
て
原
産
品
と
さ
れ
る
自
動
車
を
い

う
。「

貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
」
と
は
、
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
の
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
（
そ

の
改
正
を
含
む
。
）
を
い
う
。

こ
の
付
録
で
使
用
さ
れ
る
用
語
の
定
義
で
あ
っ
て
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
附
属
書
一
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の

（
同
附
属
書
の
柱
書
き
及
び
注
釈
を
含
む
。
）
は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
、
こ
の
付
録
に
組
み
込
ま
れ
、
こ
の
付
録

の
一
部
を
成
す
。

２

次
条
か
ら
第
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
４
及
び
５
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
両
付
録
締
約
国
間
の
自
動
車
の
貿
易
に

影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
中
央
政
府
機
関
に
よ
る
全
て
の
強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続
の
立
案
、
制

定
及
び
適
用
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

こ
の
付
録
に
お
い
て
強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続
と
い
う
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
改
正
及
び
こ
れ
ら
の
対

象
と
な
る
産
品
の
追
加
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
規
則
の
追
加
を
含
む
も
の
と
し
、
重
要
で
な
い
性
格
の
改
正
及
び
追
加
を
除

く
。

４

こ
の
付
録
の
規
定
は
、
政
府
機
関
が
自
ら
の
生
産
又
は
消
費
の
必
要
上
作
成
す
る
技
術
仕
様
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。
当
該
仕
様
は
、
第
十
五
章
（
政
府
調
達
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。

５

こ
の
付
録
の
規
定
は
、
衛
生
植
物
検
疫
措
置
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
衛
生
植
物
検
疫
措
置
は
、
第
七
章
（
衛
生
植

物
検
疫
措
置
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
。

６

付
録
締
約
国
以
外
の
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
こ
の
付
録
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
章
（
紛
争
解

決
）
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
こ
の
協
定
の
下
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
の
下
で
生
ず
る



一
三
九
〇

問
題
に
関
す
る
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
１

の
規
定
の
意
味
に
お
け
る
無
効
化
又
は
侵
害
に
つ
い
て
、
同
章
の
規

(c)

定
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
条

１

各
付
録
締
約
国
は
、
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定

及
び

に
規
定
す
る
緊
急
事
態
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
自
動

2.10

5.7

車
の
設
計
又
は
技
術
に
つ
い
て
実
質
的
な
変
更
を
必
要
と
す
る
強
制
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
は
、
当
該
強
制

規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
の
公
表
の
日
と
当
該
強
制
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
を
遵
守
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る

日
と
の
間
に
、
通
常
十
二
箇
月
以
上
の
期
間
を
置
く
。

２

各
付
録
締
約
国
は
、
規
制
そ
の
他
の
措
置
で
あ
っ
て
、
自
動
車
の
認
証
、
輸
入
、
販
売
、
流
通
又
は
機
能
に
著
し
く
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
に
つ
な
が
り
得
る
助
言
又
は
勧
告
を
中
央
政
府
機
関
に
対
し
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
行
う
た
め
に
当

該
中
央
政
府
機
関
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
又
は
そ
の
指
示
の
下
で
運
営
さ
れ
る
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
が

透
明
性
の
あ
る
方
法
で
設
立
さ
れ
、
及
び
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
（
注
１
）

。
こ
の
た
め
、
各
付
録
締
約
国
は
、
自

国
の
法
令
に
従
い
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
（
注
２
、
注
３
）
。

注
１

こ
の
２
の
規
定
の
適
用
上
、
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
に
は
、
専
ら
中
央
政
府
の
常
勤
の
職
員
若
し
く
は
被
用
者
若
し
く
は
常
任

の
非
常
勤
の
職
員
若
し
く
は
被
用
者
か
ら
成
り
、
又
は
専
ら
中
央
政
府
の
常
勤
の
職
員
若
し
く
は
被
用
者
若
し
く
は
常
任
の
非
常
勤
の
職
員
若
し
く

は
被
用
者
及
び
公
的
資
格
で
行
動
す
る
地
方
政
府
の
選
出
さ
れ
た
公
職
に
あ
る
者
か
ら
成
る
委
員
会
並
び
に
公
職
に
あ
る
者
と
会
合
す
る
組
織
（
そ

の
会
合
の
出
席
者
か
ら
個
人
と
し
て
の
助
言
を
求
め
る
が
、
組
織
全
体
と
し
て
の
助
言
を
求
め
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
含
ま
な
い
。

注
２

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
典
第
五
編
付
録
に
お
い
て
法
典
化
さ
れ
た
連
邦
諮
問
委
員
会
法
（
第
九
十
二
議
会
の
公
法
第
四
百
六

十
三
号
）
並
び
に
そ
の
改
正
及
び
実
施
規
則
に
基
づ
き
、
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
を
設
立
し
、
及
び
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
２
の
規
定
に
基
づ
く
自
国
の
義
務
を
遵
守
す
る
。

注
３

日
本
国
は
、
中
央
政
府
機
関
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
指
示
の
下
で
運
営
さ
れ
る
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
に
関

し
、
当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
に
対
し
て

か
ら

ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
行
動
す
る
契
約
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
を
要
求
す

(b)

(e)

る
こ
と
に
よ
り
、

か
ら

ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
。

(b)

(e)

当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
設
置
に
つ
い
て
適
時
に
公
表
す
る
こ
と
。

(a)

当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
会
合
に
つ
い
て
適
時
に
公
表
す
る
こ
と
。

(b)

当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
会
合
を
公
開
す
る
こ
と
。

(c)

利
害
関
係
者
が
、
当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
会
合
に
出
席
し
、
又
は
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会

(d)



一
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一

問
題
に
関
す
る
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
１

の
規
定
の
意
味
に
お
け
る
無
効
化
又
は
侵
害
に
つ
い
て
、
同
章
の
規

(c)

定
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
条

１

各
付
録
締
約
国
は
、
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定

及
び

に
規
定
す
る
緊
急
事
態
の
場
合
を
除
く
ほ
か
、
自
動

2.10

5.7

車
の
設
計
又
は
技
術
に
つ
い
て
実
質
的
な
変
更
を
必
要
と
す
る
強
制
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
は
、
当
該
強
制

規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
の
公
表
の
日
と
当
該
強
制
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
を
遵
守
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る

日
と
の
間
に
、
通
常
十
二
箇
月
以
上
の
期
間
を
置
く
。

２

各
付
録
締
約
国
は
、
規
制
そ
の
他
の
措
置
で
あ
っ
て
、
自
動
車
の
認
証
、
輸
入
、
販
売
、
流
通
又
は
機
能
に
著
し
く
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
に
つ
な
が
り
得
る
助
言
又
は
勧
告
を
中
央
政
府
機
関
に
対
し
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
っ
て
行
う
た
め
に
当

該
中
央
政
府
機
関
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
又
は
そ
の
指
示
の
下
で
運
営
さ
れ
る
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
が

透
明
性
の
あ
る
方
法
で
設
立
さ
れ
、
及
び
運
営
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
（
注
１
）

。
こ
の
た
め
、
各
付
録
締
約
国
は
、
自

国
の
法
令
に
従
い
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
（
注
２
、
注
３
）
。

注
１

こ
の
２
の
規
定
の
適
用
上
、
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
に
は
、
専
ら
中
央
政
府
の
常
勤
の
職
員
若
し
く
は
被
用
者
若
し
く
は
常
任

の
非
常
勤
の
職
員
若
し
く
は
被
用
者
か
ら
成
り
、
又
は
専
ら
中
央
政
府
の
常
勤
の
職
員
若
し
く
は
被
用
者
若
し
く
は
常
任
の
非
常
勤
の
職
員
若
し
く

は
被
用
者
及
び
公
的
資
格
で
行
動
す
る
地
方
政
府
の
選
出
さ
れ
た
公
職
に
あ
る
者
か
ら
成
る
委
員
会
並
び
に
公
職
に
あ
る
者
と
会
合
す
る
組
織
（
そ

の
会
合
の
出
席
者
か
ら
個
人
と
し
て
の
助
言
を
求
め
る
が
、
組
織
全
体
と
し
て
の
助
言
を
求
め
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
含
ま
な
い
。

注
２

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
典
第
五
編
付
録
に
お
い
て
法
典
化
さ
れ
た
連
邦
諮
問
委
員
会
法
（
第
九
十
二
議
会
の
公
法
第
四
百
六

十
三
号
）
並
び
に
そ
の
改
正
及
び
実
施
規
則
に
基
づ
き
、
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
を
設
立
し
、
及
び
運
営
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
２
の
規
定
に
基
づ
く
自
国
の
義
務
を
遵
守
す
る
。

注
３

日
本
国
は
、
中
央
政
府
機
関
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
指
示
の
下
で
運
営
さ
れ
る
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
に
関

し
、
当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
に
対
し
て

か
ら

ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
行
動
す
る
契
約
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
を
要
求
す

(b)

(e)

る
こ
と
に
よ
り
、

か
ら

ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
。

(b)

(e)

当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
設
置
に
つ
い
て
適
時
に
公
表
す
る
こ
と
。

(a)

当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
会
合
に
つ
い
て
適
時
に
公
表
す
る
こ
と
。

(b)

当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
会
合
を
公
開
す
る
こ
と
。

(c)

利
害
関
係
者
が
、
当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
の
会
合
に
出
席
し
、
又
は
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会

(d)
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を
有
す
る
こ
と
。

当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
が
入
手
可
能
で
あ
り
、
又
は
作
成
し
た
詳
細
な
会
合
の
議
事
録
そ
の
他

(e)
文
書
を
、
公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

各
付
録
締
約
国
は
、
自
ら
が
作
成
し
て
い
る
自
動
車
に
影
響
を
及
ぼ
す
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続

(a)
に
関
し
て
意
見
を
求
め
る
た
め
に
政
府
の
職
員
で
は
な
い
専
門
家
（
注
１
）

又
は
利
害
関
係
者
に
書
面
に
よ
る
情
報
を
最

初
に
提
供
す
る
日
ま
で
に
（
注
２
）

、
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
当
該
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
同
一
の
情
報
を

公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

注
１

こ
の
３
の
規
定
の
適
用
上
、
「
政
府
の
職
員
で
は
な
い
専
門
家
」
に
は
、
日
本
国
が
作
成
し
て
い
る
自
動
車
に
影
響
を
及
ぼ
す
強
制
規
格
、
任

意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
し
、
及
び
政
府
の
専
門
家
の
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
的
義
務
と
同
等
の
法
的
義
務
を

有
す
る
日
本
国
の
独
立
行
政
法
人
の
被
用
者
を
含
ま
な
い
。

注
２

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
規
制
の
案
又
は
改
正
案
に
つ
い
て
の
意
見
を
要
請
す
る
旨
を
連
邦
官
報
に
お
い
て
公
告
す
る
時
に
、
意
見
を
求
め
る
た

め
に
政
府
の
職
員
で
は
な
い
専
門
家
又
は
利
害
関
係
者
に
情
報
を
最
初
に
提
供
す
る
。

の
規
定
に
基
づ
い
て
情
報
の
提
供
を
行
う
付
録
締
約
国
は
、
当
該
情
報
の
提
供
の
後
、
他
方
の
付
録
締
約
国
の
要
請

(b)

(a)
に
応
じ
、
該
当
す
る
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
追
加
的
に
入
手
可
能
な
情
報
（
規
制
に
関

す
る
他
の
検
討
中
の
取
組
方
法
並
び
に
そ
の
よ
う
な
規
制
措
置
及
び
当
該
取
組
方
法
の
影
響
の
分
析
に
関
す
る
も
の
を
含

む
。
）
の
提
供
を
行
う
（
注
）
。

注

こ
の
３
の
規
定
は
、
付
録
締
約
国
が
関
連
す
る
国
内
手
続
又
は
国
内
機
関
を
通
じ
て
作
成
し
て
い
る
強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手

続
（
政
府
間
標
準
化
機
関
の
作
業
の
成
果
を
変
換
し
、
又
は
編
入
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
が
、
一

方
の
付
録
締
約
国
が
政
府
間
標
準
化
機
関
に
お
い
て
他
方
の
付
録
締
約
国
又
は
付
録
締
約
国
で
は
な
い
国
と
共
に
作
成
し
て
い
る
強
制
規
格
、
任
意

規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

各
付
録
締
約
国
は
、
自
動
車
に
影
響
を
及
ぼ
す
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
を
定
め
る
自
国
の
重
要

(a)
な
規
制
の
実
施
後
の
見
直
し
を
定
期
的
に
（
注
）

行
う
よ
う
努
め
る
。

注

「
定
期
的
に
」
と
は
、
原
則
と
し
て
、
措
置
が
採
用
さ
れ
た
日
の
後
十
年
以
内
に
少
な
く
と
も
一
回
、
そ
の
後
は
適
当
な
場
合
に
行
う
こ
と
を
意

味
す
る
。

こ
の
４
の
規
定
の
適
用
上
、
「
実
施
後
の
見
直
し
」
と
は
、
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
が
実
施
さ

(b)
れ
た
後
に
行
わ
れ
る
当
該
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
の
実
効
性
に
つ
い
て
の
検
討
（
適
当
な
場
合
に
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を
有
す
る
こ
と
。

当
該
諮
問
委
員
会
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
組
織
が
入
手
可
能
で
あ
り
、
又
は
作
成
し
た
詳
細
な
会
合
の
議
事
録
そ
の
他

(e)
文
書
を
、
公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
。

３

各
付
録
締
約
国
は
、
自
ら
が
作
成
し
て
い
る
自
動
車
に
影
響
を
及
ぼ
す
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続

(a)
に
関
し
て
意
見
を
求
め
る
た
め
に
政
府
の
職
員
で
は
な
い
専
門
家
（
注
１
）

又
は
利
害
関
係
者
に
書
面
に
よ
る
情
報
を
最

初
に
提
供
す
る
日
ま
で
に
（
注
２
）

、
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
当
該
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
同
一
の
情
報
を

公
に
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

注
１

こ
の
３
の
規
定
の
適
用
上
、
「
政
府
の
職
員
で
は
な
い
専
門
家
」
に
は
、
日
本
国
が
作
成
し
て
い
る
自
動
車
に
影
響
を
及
ぼ
す
強
制
規
格
、
任

意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
し
、
及
び
政
府
の
専
門
家
の
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
的
義
務
と
同
等
の
法
的
義
務
を

有
す
る
日
本
国
の
独
立
行
政
法
人
の
被
用
者
を
含
ま
な
い
。

注
２

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
規
制
の
案
又
は
改
正
案
に
つ
い
て
の
意
見
を
要
請
す
る
旨
を
連
邦
官
報
に
お
い
て
公
告
す
る
時
に
、
意
見
を
求
め
る
た

め
に
政
府
の
職
員
で
は
な
い
専
門
家
又
は
利
害
関
係
者
に
情
報
を
最
初
に
提
供
す
る
。

の
規
定
に
基
づ
い
て
情
報
の
提
供
を
行
う
付
録
締
約
国
は
、
当
該
情
報
の
提
供
の
後
、
他
方
の
付
録
締
約
国
の
要
請

(b)

(a)
に
応
じ
、
該
当
す
る
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
追
加
的
に
入
手
可
能
な
情
報
（
規
制
に
関

す
る
他
の
検
討
中
の
取
組
方
法
並
び
に
そ
の
よ
う
な
規
制
措
置
及
び
当
該
取
組
方
法
の
影
響
の
分
析
に
関
す
る
も
の
を
含

む
。
）
の
提
供
を
行
う
（
注
）
。

注

こ
の
３
の
規
定
は
、
付
録
締
約
国
が
関
連
す
る
国
内
手
続
又
は
国
内
機
関
を
通
じ
て
作
成
し
て
い
る
強
制
規
格
、
任
意
規
格
及
び
適
合
性
評
価
手

続
（
政
府
間
標
準
化
機
関
の
作
業
の
成
果
を
変
換
し
、
又
は
編
入
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
が
、
一

方
の
付
録
締
約
国
が
政
府
間
標
準
化
機
関
に
お
い
て
他
方
の
付
録
締
約
国
又
は
付
録
締
約
国
で
は
な
い
国
と
共
に
作
成
し
て
い
る
強
制
規
格
、
任
意

規
格
及
び
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

各
付
録
締
約
国
は
、
自
動
車
に
影
響
を
及
ぼ
す
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
を
定
め
る
自
国
の
重
要

(a)
な
規
制
の
実
施
後
の
見
直
し
を
定
期
的
に
（
注
）

行
う
よ
う
努
め
る
。

注

「
定
期
的
に
」
と
は
、
原
則
と
し
て
、
措
置
が
採
用
さ
れ
た
日
の
後
十
年
以
内
に
少
な
く
と
も
一
回
、
そ
の
後
は
適
当
な
場
合
に
行
う
こ
と
を
意

味
す
る
。

こ
の
４
の
規
定
の
適
用
上
、
「
実
施
後
の
見
直
し
」
と
は
、
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
が
実
施
さ

(b)
れ
た
後
に
行
わ
れ
る
当
該
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
の
実
効
性
に
つ
い
て
の
検
討
（
適
当
な
場
合
に
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は
、
当
該
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
か
ど
う
か
、
当
該
強
制
規
格
、
任
意

規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
に
よ
り
課
さ
れ
る
負
担
及
び
当
該
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
と
付
録
締

約
国
が
採
用
し
た
他
の
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
と
の
両
立
性
に
つ
い
て
の
評
価
を
含
む
。
）
を
い

う
（
注
）

。

注

こ
の
４
の
規
定
は
、
付
録
締
約
国
に
対
し
て
、
実
施
後
の
見
直
し
を
行
う
際
に
、
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
と
地
方
政
府
機

関
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
と
の
両
立
性
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
条

１

両
付
録
締
約
国
は
、
自
動
車
の
環
境
性
能
及
び
安
全
に
つ
い
て
の
任
意
規
格
を
調
和
さ
せ
る
た
め
、
車
両
並
び
に
車
両
へ

の
取
付
け
又
は
車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び
部
品
に
係
る
世
界
技
術
規
則
の
作
成
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
千

九
百
九
十
八
年
協
定
」
と
い
う
。
）
の
下
で
の
活
動
を
含
め
、
二
国
間
で
協
力
す
る
。

２

各
付
録
締
約
国
は
、
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定

に
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
国
際
貿
易
に
対
す
る
不
必
要

2.2

な
障
害
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
又
は
こ
れ
ら
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
る
よ
う
に
自
動
車
に
関
す
る
強
制
規
格
が
立

案
さ
れ
、
制
定
さ
れ
、
又
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
こ
の
た
め
、
自
動
車
に
関
す
る
強
制
規
格
は
、
正
当
な
目

的
が
達
成
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
険
性
を
考
慮
し
た
上
で
、
正
当
な
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
以
上

に
貿
易
制
限
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
正
当
な
目
的
と
は
、
特
に
、
国
家
の
安
全
保
障
上
の
必
要
、
詐
欺
的
な
行
為
の
防

止
及
び
人
の
健
康
若
し
く
は
安
全
の
保
護
、
動
物
若
し
く
は
植
物
の
生
命
若
し
く
は
健
康
の
保
護
又
は
環
境
の
保
全
を
い

う
。
当
該
危
険
性
を
評
価
す
る
に
当
た
り
、
考
慮
さ
れ
る
関
連
事
項
に
は
、
特
に
、
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
科
学
上
及
び

技
術
上
の
情
報
、
関
係
す
る
生
産
工
程
関
連
技
術
又
は
産
品
の
意
図
さ
れ
た
最
終
用
途
を
含
む
。

３

い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
規
制
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特
性
を
取
り
入
れ
た
自
動
車
製
品
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
自
動
車
製
品
を
自
国
の
市
場
に
出
す
こ
と
を
妨
げ
、
又
は
不
当
に
遅
延
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
付
録
締
約
国
が
、
科
学
上
又
は
技
術
上
の
情
報
に
基
づ
き
、
当
該
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特
性
が
人
の
健
康

若
し
く
は
安
全
又
は
環
境
に
危
険
を
も
た
ら
す
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
（
注
１
、
注
２
）
。

注
１

科
学
上
又
は
技
術
上
の
情
報
に
は
、
消
費
者
の
苦
情
若
し
く
は
事
故
の
調
査
、
試
験
又
は
自
動
車
分
野
に
お
け
る
技
術
の
性
能
に
関
し
製
造
者
か

ら
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
に
基
づ
く
評
価
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
２

こ
の
３
の
規
定
は
、
自
動
車
製
品
が
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特
性
を
取
り
入
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
車
製
品
に
一
般
的
に

適
用
さ
れ
る
人
の
健
康
若
し
く
は
安
全
又
は
環
境
に
係
る
要
件
に
当
該
自
動
車
製
品
が
適
合
す
る
こ
と
を
付
録
締
約
国
が
要
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
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は
、
当
該
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
が
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
か
ど
う
か
、
当
該
強
制
規
格
、
任
意

規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
に
よ
り
課
さ
れ
る
負
担
及
び
当
該
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
と
付
録
締

約
国
が
採
用
し
た
他
の
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
と
の
両
立
性
に
つ
い
て
の
評
価
を
含
む
。
）
を
い

う
（
注
）

。

注

こ
の
４
の
規
定
は
、
付
録
締
約
国
に
対
し
て
、
実
施
後
の
見
直
し
を
行
う
際
に
、
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
と
地
方
政
府
機

関
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
強
制
規
格
、
任
意
規
格
又
は
適
合
性
評
価
手
続
と
の
両
立
性
に
つ
い
て
評
価
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。

第
三
条

１

両
付
録
締
約
国
は
、
自
動
車
の
環
境
性
能
及
び
安
全
に
つ
い
て
の
任
意
規
格
を
調
和
さ
せ
る
た
め
、
車
両
並
び
に
車
両
へ

の
取
付
け
又
は
車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び
部
品
に
係
る
世
界
技
術
規
則
の
作
成
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
千

九
百
九
十
八
年
協
定
」
と
い
う
。
）
の
下
で
の
活
動
を
含
め
、
二
国
間
で
協
力
す
る
。

２

各
付
録
締
約
国
は
、
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定

に
定
め
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
国
際
貿
易
に
対
す
る
不
必
要

2.2

な
障
害
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
又
は
こ
れ
ら
を
も
た
ら
す
結
果
と
な
る
よ
う
に
自
動
車
に
関
す
る
強
制
規
格
が
立

案
さ
れ
、
制
定
さ
れ
、
又
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
。
こ
の
た
め
、
自
動
車
に
関
す
る
強
制
規
格
は
、
正
当
な
目

的
が
達
成
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
危
険
性
を
考
慮
し
た
上
で
、
正
当
な
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
以
上

に
貿
易
制
限
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
正
当
な
目
的
と
は
、
特
に
、
国
家
の
安
全
保
障
上
の
必
要
、
詐
欺
的
な
行
為
の
防

止
及
び
人
の
健
康
若
し
く
は
安
全
の
保
護
、
動
物
若
し
く
は
植
物
の
生
命
若
し
く
は
健
康
の
保
護
又
は
環
境
の
保
全
を
い

う
。
当
該
危
険
性
を
評
価
す
る
に
当
た
り
、
考
慮
さ
れ
る
関
連
事
項
に
は
、
特
に
、
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
科
学
上
及
び

技
術
上
の
情
報
、
関
係
す
る
生
産
工
程
関
連
技
術
又
は
産
品
の
意
図
さ
れ
た
最
終
用
途
を
含
む
。

３

い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
規
制
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特
性
を
取
り
入
れ
た
自
動
車
製
品
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
自
動
車
製
品
を
自
国
の
市
場
に
出
す
こ
と
を
妨
げ
、
又
は
不
当
に
遅
延
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
付
録
締
約
国
が
、
科
学
上
又
は
技
術
上
の
情
報
に
基
づ
き
、
当
該
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特
性
が
人
の
健
康

若
し
く
は
安
全
又
は
環
境
に
危
険
を
も
た
ら
す
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
（
注
１
、
注
２
）
。

注
１

科
学
上
又
は
技
術
上
の
情
報
に
は
、
消
費
者
の
苦
情
若
し
く
は
事
故
の
調
査
、
試
験
又
は
自
動
車
分
野
に
お
け
る
技
術
の
性
能
に
関
し
製
造
者
か

ら
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
に
基
づ
く
評
価
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
２

こ
の
３
の
規
定
は
、
自
動
車
製
品
が
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特
性
を
取
り
入
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
車
製
品
に
一
般
的
に

適
用
さ
れ
る
人
の
健
康
若
し
く
は
安
全
又
は
環
境
に
係
る
要
件
に
当
該
自
動
車
製
品
が
適
合
す
る
こ
と
を
付
録
締
約
国
が
要
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
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も
の
で
は
な
い
。

４

付
録
締
約
国
が
、
自
動
車
製
品
が
人
の
健
康
若
し
く
は
安
全
又
は
環
境
に
危
険
を
も
た
ら
す
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特

性
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
自
動
車
製
品
を
市
場
に
出
す
こ
と
を
拒
否
し
、
又
は
市
場
か
ら
の
回
収

を
要
求
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
付
録
締
約
国
は
、
当
該
自
動
車
製
品
の
輸
入
者
に
対
し
そ
の
決
定
を
直
ち

に
通
知
す
る
。
そ
の
通
知
に
は
、
関
連
す
る
全
て
の
科
学
上
又
は
技
術
上
の
情
報
を
含
む
。

５

各
付
録
締
約
国
は
、
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特
性
を
取
り
入
れ
た
自
動
車
の
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
実
演
、
展
示
又

は
路
上
試
験
を
目
的
と
す
る
一
時
輸
入
の
た
め
の
効
率
的
な
手
続
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
。
各
付
録
締
約
国
は
、
当
該

自
動
車
が
本
来
適
用
さ
れ
る
任
意
規
格
又
は
強
制
規
格
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
手
続
に
従
っ
て
、
当

該
自
動
車
の
自
国
へ
の
輸
入
を
円
滑
に
す
る
（
注
）
。

注

こ
の
５
の
規
定
は
、
付
録
締
約
国
が
、
当
該
手
続
の
下
で
輸
入
さ
れ
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
こ
の
５
に
規
定
す
る
目
的
の
た
め
に
輸
入
さ
れ
る
自
動

車
の
用
途
に
応
じ
て
最
低
限
必
要
な
安
全
及
び
環
境
性
能
の
水
準
を
満
た
す
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

日
本
国
の
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
道
路
運
送
車
両
法
」

(a)
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
二
千
十
五
年
四
月
一
日
時
点
で
特
定
し
た
安
全
規
則
の
要
件
（
注

１
）

に
関
し
、
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
の
一
の
要
件
が
対
応
す
る
道
路
運
送

車
両
法
に
基
づ
く
一
の
要
件
よ
り
も
緩
や
か
な
も
の
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項

に
分
類
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
の
当
該
一
の
要
件

に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
当
該
一
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。
そ
の
よ
う

な
待
遇
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
当
該
一
の
要
件
が
変
更
さ
れ
、
変
更
さ
れ
た
要
件
が
従
前
よ
り
も
実

質
的
に
厳
し
い
も
の
に
な
ら
な
い
限
り
、
適
用
す
る
（
注
２
）

。
こ
の
場
合
に
は
、
日
本
国
は
、
道
路
運
送
車
両
法
に
基

づ
く
当
該
一
の
要
件
が
変
更
さ
れ
た
日
の
後
、
通
常
十
二
箇
月
以
上
の
期
間
、
そ
の
よ
う
な
待
遇
を
引
き
続
き
与
え
る
。

注
１

こ
の

の
規
定
の
適
用
の
た
め
に
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
二
千
十
五
年
四
月
一
日
時
点
で
特
定
し
た
安
全

(a)

規
則
の
要
件
は
、
車
両
並
び
に
車
両
へ
の
取
付
け
又
は
車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び
部
品
に
係
る
統
一
的
な
技
術
上
の
要
件
の
採
択

並
び
に
こ
れ
ら
の
要
件
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
認
定
の
相
互
承
認
の
た
め
の
条
件
に
関
す
る
協
定
の
下
で
採
択
さ
れ
た
規
則
（
以
下
「
国
際
連
合

規
則
」
と
い
う
。
）
、
千
九
百
九
十
八
年
協
定
の
下
で
作
成
さ
れ
た
規
則
（
以
下
「
Ｇ
Ｔ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ

Ｓ
の
い
ず
れ
に
も
準
拠
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

注
２

道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
二
千
十
五
年
四
月
一
日
時
点
で
特
定
し
た
要
件
に
つ
い
て
今
後
行
わ
れ
る
変
更
に
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も
の
で
は
な
い
。

４

付
録
締
約
国
が
、
自
動
車
製
品
が
人
の
健
康
若
し
く
は
安
全
又
は
環
境
に
危
険
を
も
た
ら
す
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特

性
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
自
動
車
製
品
を
市
場
に
出
す
こ
と
を
拒
否
し
、
又
は
市
場
か
ら
の
回
収

を
要
求
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
当
該
付
録
締
約
国
は
、
当
該
自
動
車
製
品
の
輸
入
者
に
対
し
そ
の
決
定
を
直
ち

に
通
知
す
る
。
そ
の
通
知
に
は
、
関
連
す
る
全
て
の
科
学
上
又
は
技
術
上
の
情
報
を
含
む
。

５

各
付
録
締
約
国
は
、
新
た
な
技
術
又
は
新
た
な
特
性
を
取
り
入
れ
た
自
動
車
の
自
国
の
領
域
内
に
お
け
る
実
演
、
展
示
又

は
路
上
試
験
を
目
的
と
す
る
一
時
輸
入
の
た
め
の
効
率
的
な
手
続
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
。
各
付
録
締
約
国
は
、
当
該

自
動
車
が
本
来
適
用
さ
れ
る
任
意
規
格
又
は
強
制
規
格
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
手
続
に
従
っ
て
、
当

該
自
動
車
の
自
国
へ
の
輸
入
を
円
滑
に
す
る
（
注
）
。

注

こ
の
５
の
規
定
は
、
付
録
締
約
国
が
、
当
該
手
続
の
下
で
輸
入
さ
れ
る
自
動
車
に
つ
い
て
、
こ
の
５
に
規
定
す
る
目
的
の
た
め
に
輸
入
さ
れ
る
自
動

車
の
用
途
に
応
じ
て
最
低
限
必
要
な
安
全
及
び
環
境
性
能
の
水
準
を
満
た
す
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

６

日
本
国
の
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
道
路
運
送
車
両
法
」

(a)
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
二
千
十
五
年
四
月
一
日
時
点
で
特
定
し
た
安
全
規
則
の
要
件
（
注

１
）

に
関
し
、
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
の
一
の
要
件
が
対
応
す
る
道
路
運
送

車
両
法
に
基
づ
く
一
の
要
件
よ
り
も
緩
や
か
な
も
の
で
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項

に
分
類
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
の
当
該
一
の
要
件

に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
当
該
一
の
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
す
。
そ
の
よ
う

な
待
遇
に
つ
い
て
は
、
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
当
該
一
の
要
件
が
変
更
さ
れ
、
変
更
さ
れ
た
要
件
が
従
前
よ
り
も
実

質
的
に
厳
し
い
も
の
に
な
ら
な
い
限
り
、
適
用
す
る
（
注
２
）

。
こ
の
場
合
に
は
、
日
本
国
は
、
道
路
運
送
車
両
法
に
基

づ
く
当
該
一
の
要
件
が
変
更
さ
れ
た
日
の
後
、
通
常
十
二
箇
月
以
上
の
期
間
、
そ
の
よ
う
な
待
遇
を
引
き
続
き
与
え
る
。

注
１

こ
の

の
規
定
の
適
用
の
た
め
に
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
二
千
十
五
年
四
月
一
日
時
点
で
特
定
し
た
安
全

(a)

規
則
の
要
件
は
、
車
両
並
び
に
車
両
へ
の
取
付
け
又
は
車
両
に
お
け
る
使
用
が
可
能
な
装
置
及
び
部
品
に
係
る
統
一
的
な
技
術
上
の
要
件
の
採
択

並
び
に
こ
れ
ら
の
要
件
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
認
定
の
相
互
承
認
の
た
め
の
条
件
に
関
す
る
協
定
の
下
で
採
択
さ
れ
た
規
則
（
以
下
「
国
際
連
合

規
則
」
と
い
う
。
）
、
千
九
百
九
十
八
年
協
定
の
下
で
作
成
さ
れ
た
規
則
（
以
下
「
Ｇ
Ｔ
Ｒ
」
と
い
う
。
）
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ

Ｓ
の
い
ず
れ
に
も
準
拠
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。

注
２

道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
二
千
十
五
年
四
月
一
日
時
点
で
特
定
し
た
要
件
に
つ
い
て
今
後
行
わ
れ
る
変
更
に



一
三
九
八

関
し
、
日
本
国
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
要
件
が
国
際
連
合
規
則
又
は
Ｇ
Ｔ
Ｒ
に
準
拠
し
て
お
り
、
実
質
的
に
変
更
前
の
要
件
よ
り
結
果
と
し
て
厳

し
い
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

日
本
国
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
で
あ
っ
て
、

(b)
日
本
国
に
お
け
る
当
該
原
産
自
動
車
の
最
初
の
検
査
の
時
に
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
要
件
に
適
合
す
る
と

の
規
定

(a)

に
従
っ
て
み
な
さ
れ
た
も
の
を
修
理
し
、
又
は
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
自
動
車
部
品
の
輸
入
及
び
使
用
を
許
可
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
部
品
が
、
当
該
原
産
自
動
車
の
最
初
の
検
査
の
時
に
当
該
原
産
自
動
車
に
当
初
装
着
さ
れ
て
い
た
部
品
と

同
じ
仕
様
に
合
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

こ
の
６
の
規
定
の
適
用
上
、

(c)

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
自
動
車
安
全
基
準
を
い
う
。

「
最
初
の
検
査
」
と
は
、
自
動
車
が
日
本
国
に
お
け
る
輸
送
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
道
路
運
送
車
両
法
に
従
っ
て
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
検
査
を
い
う
。

第
四
条

１

日
本
国
は
、
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
の
下
で
、
こ
の
協
定
が
自
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る

日
に
適
用
し
て
い
な
い
要
件
で
あ
っ
て
、
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
の
下
で
の
輸
入
者
の
負
担
（
複
雑
性
及
び
費
用
を
含

む
。
）
を
増
大
さ
せ
る
も
の
を
採
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
前
条
２
の
規
定
に
適
合
す

る
方
法
で
立
案
し
、
制
定
し
、
及
び
適
用
す
る
新
た
な
強
制
規
格
若
し
く
は
現
行
の
強
制
規
格
の
改
正
に
関
す
る
要
件
又
は

輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
の
下
で
提
供
さ
れ
る
役
務
の
費
用
に
応
じ
た
手
数
料
及
び
課
徴
金
の
増
大
を
除
く
。

２

日
本
国
は
、
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
及
び
そ
の
関
連
す
る
規
制
が
、
中
央
政
府
機
関
の
自
動
車
に
関
す
る
財
政
上
の

奨
励
措
置
（
注
１
）

の
対
象
か
ら
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
の
下
で
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
を
排
除
し
な
い
方
法
で
制
定
さ

れ
、
及
び
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
（
注
２
）
。

注
１

中
央
政
府
機
関
の
財
政
上
の
奨
励
措
置
に
は
、
他
の
団
体
（
地
方
政
府
機
関
を
含
む
。
）
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
措
置
を
含
む
。

注
２

こ
の
２
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
に
、
関
係
当
局
が
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度

に
係
る
文
書
を
受
領
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
「
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
」
と
は
、
日
本
国
の
国
土
交
通
大
臣
の
通
知
に
従
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
型
式
ご
と
に
指
定
さ
れ
た
台
数
ま
で
の
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
の
み
実
施
さ
れ
る
簡
易
な
適
合
性
評
価
手

続
を
い
う
。



一
三
九
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関
し
、
日
本
国
は
、
そ
の
変
更
さ
れ
た
要
件
が
国
際
連
合
規
則
又
は
Ｇ
Ｔ
Ｒ
に
準
拠
し
て
お
り
、
実
質
的
に
変
更
前
の
要
件
よ
り
結
果
と
し
て
厳

し
い
も
の
に
な
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

日
本
国
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
で
あ
っ
て
、

(b)
日
本
国
に
お
け
る
当
該
原
産
自
動
車
の
最
初
の
検
査
の
時
に
道
路
運
送
車
両
法
に
基
づ
く
要
件
に
適
合
す
る
と

の
規
定

(a)

に
従
っ
て
み
な
さ
れ
た
も
の
を
修
理
し
、
又
は
整
備
す
る
た
め
に
必
要
な
自
動
車
部
品
の
輸
入
及
び
使
用
を
許
可
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
部
品
が
、
当
該
原
産
自
動
車
の
最
初
の
検
査
の
時
に
当
該
原
産
自
動
車
に
当
初
装
着
さ
れ
て
い
た
部
品
と

同
じ
仕
様
に
合
致
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

こ
の
６
の
規
定
の
適
用
上
、

(c)

「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
Ｆ
Ｍ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
自
動
車
安
全
基
準
を
い
う
。

「
最
初
の
検
査
」
と
は
、
自
動
車
が
日
本
国
に
お
け
る
輸
送
に
用
い
ら
れ
る
た
め
に
道
路
運
送
車
両
法
に
従
っ
て
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
検
査
を
い
う
。

第
四
条

１

日
本
国
は
、
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
の
下
で
、
こ
の
協
定
が
自
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る

日
に
適
用
し
て
い
な
い
要
件
で
あ
っ
て
、
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
の
下
で
の
輸
入
者
の
負
担
（
複
雑
性
及
び
費
用
を
含

む
。
）
を
増
大
さ
せ
る
も
の
を
採
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
前
条
２
の
規
定
に
適
合
す

る
方
法
で
立
案
し
、
制
定
し
、
及
び
適
用
す
る
新
た
な
強
制
規
格
若
し
く
は
現
行
の
強
制
規
格
の
改
正
に
関
す
る
要
件
又
は

輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
の
下
で
提
供
さ
れ
る
役
務
の
費
用
に
応
じ
た
手
数
料
及
び
課
徴
金
の
増
大
を
除
く
。

２

日
本
国
は
、
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
及
び
そ
の
関
連
す
る
規
制
が
、
中
央
政
府
機
関
の
自
動
車
に
関
す
る
財
政
上
の

奨
励
措
置
（
注
１
）

の
対
象
か
ら
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
の
下
で
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
を
排
除
し
な
い
方
法
で
制
定
さ

れ
、
及
び
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
（
注
２
）
。

注
１

中
央
政
府
機
関
の
財
政
上
の
奨
励
措
置
に
は
、
他
の
団
体
（
地
方
政
府
機
関
を
含
む
。
）
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
措
置
を
含
む
。

注
２

こ
の
２
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
前
に
、
関
係
当
局
が
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度

に
係
る
文
書
を
受
領
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
「
輸
入
自
動
車
特
別
取
扱
制
度
」
と
は
、
日
本
国
の
国
土
交
通
大
臣
の
通
知
に
従
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
型
式
ご
と
に
指
定
さ
れ
た
台
数
ま
で
の
輸
入
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
の
み
実
施
さ
れ
る
簡
易
な
適
合
性
評
価
手

続
を
い
う
。



一
四
〇
〇

第
五
条

付
録
締
約
国
は
、
自
動
車
の
流
通
施
設
又
は
修
理
施
設
の
設
立
に
適
用
さ
れ
る
土
地
の
用
途
に
係
る
規
制
に
関
し
、
中
央
政

府
に
お
い
て
法
令
を
維
持
し
、
及
び
適
用
す
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
法
令
が
透
明
性
の
あ
る
、
か
つ
、
無
差
別
な
方
法
で
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
（
注
）
。

注

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
土
地
の
用
途
に
係
る
規
制
に
関
し
て
法
令
を
制
定
し
て
い
な
い
。

第
六
条

一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
第
六
章
（
貿
易
上
の
救
済
）
の
規
定
に
従
い
、
経
過
期
間
中
に
限
り
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八

七
・
〇
三
項
又
は
第
八
七
・
〇
四
項
に
分
類
さ
れ
る
他
方
の
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
に
対
す
る
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー

ド
措
置
を
、
次
の
手
続
上
の
修
正
を
加
え
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
・
一
条
（
定
義
）
に
定
め
る
経
過
期
間
の
定
義
に
代
え
て
、
次
の
定
義
を
適
用
す
る
。

(a)
「
経
過
期
間
」
と
は
、
こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
に
開
始
し
、
特
定
の
産

品
に
つ
い
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
終
了
の
後
十
年
を
経
過
す
る
日
に
終
了
す
る
期
間
を
い
う
。

第
六
・
四
条
（
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
基
準
）
２
の
規
定
に
代
え
て
、
次
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(b)
い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
二
年
を
超
え
て
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
経
過

的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
重
大
な
損
害
を
防
止
し
、
又
は
救
済
し
、
か
つ
、
調
整
を
容
易
に
す
る
た
め
に
引
き
続
き
必
要

で
あ
る
と
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
付
録
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
第
六
・
五
条
（
調
査
手
続
及
び

透
明
性
の
要
件
）
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
決
定
し
た
場
合
に
は
、
二
年
の
期
間
を
二
年
を
限
度
と
し
て
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
六
・
四
条
（
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
基
準
）
４
及
び
６
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(c)

第
六
・
七
条
（
補
償
）
１
及
び
２
の
規
定
に
代
え
て
、
次
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(d)

経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
結
果
生
ず
る
と

(i)
予
想
さ
れ
る
関
税
の
増
大
分
と
実
質
的
に
同
等
の
貿
易
の
効
果
を
有
す
る
譲
許
又
は
当
該
増
大
分
と
等
価
値
の
譲
許
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
貿
易
の
自
由
化
に
資
す
る
適
当
な
補
償
に
つ
い
て
相
互
に
合
意
す
る
た
め
に
他
方
の
付
録
締
約
国

と
協
議
す
る
。
当
該
一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
っ
た
後
三
十
日
以
内
に
、
当
該

協
議
の
機
会
を
与
え
る
。

産
品
に
対
し
て
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
と
ら
れ
る
付
録
締
約
国
は
、

に
規
定
す
る
協
議
が
そ
の
開
始
の
後

(ii)

(i)



一
四
〇
一

第
五
条

付
録
締
約
国
は
、
自
動
車
の
流
通
施
設
又
は
修
理
施
設
の
設
立
に
適
用
さ
れ
る
土
地
の
用
途
に
係
る
規
制
に
関
し
、
中
央
政

府
に
お
い
て
法
令
を
維
持
し
、
及
び
適
用
す
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
法
令
が
透
明
性
の
あ
る
、
か
つ
、
無
差
別
な
方
法
で
適

用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
（
注
）
。

注

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
土
地
の
用
途
に
係
る
規
制
に
関
し
て
法
令
を
制
定
し
て
い
な
い
。

第
六
条

一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
第
六
章
（
貿
易
上
の
救
済
）
の
規
定
に
従
い
、
経
過
期
間
中
に
限
り
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八

七
・
〇
三
項
又
は
第
八
七
・
〇
四
項
に
分
類
さ
れ
る
他
方
の
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
に
対
す
る
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー

ド
措
置
を
、
次
の
手
続
上
の
修
正
を
加
え
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
・
一
条
（
定
義
）
に
定
め
る
経
過
期
間
の
定
義
に
代
え
て
、
次
の
定
義
を
適
用
す
る
。

(a)
「
経
過
期
間
」
と
は
、
こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
に
開
始
し
、
特
定
の
産

品
に
つ
い
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
終
了
の
後
十
年
を
経
過
す
る
日
に
終
了
す
る
期
間
を
い
う
。

第
六
・
四
条
（
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
基
準
）
２
の
規
定
に
代
え
て
、
次
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(b)
い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
二
年
を
超
え
て
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
経
過

的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
重
大
な
損
害
を
防
止
し
、
又
は
救
済
し
、
か
つ
、
調
整
を
容
易
に
す
る
た
め
に
引
き
続
き
必
要

で
あ
る
と
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
付
録
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
第
六
・
五
条
（
調
査
手
続
及
び

透
明
性
の
要
件
）
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
決
定
し
た
場
合
に
は
、
二
年
の
期
間
を
二
年
を
限
度
と
し
て
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
六
・
四
条
（
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
基
準
）
４
及
び
６
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

(c)

第
六
・
七
条
（
補
償
）
１
及
び
２
の
規
定
に
代
え
て
、
次
の
規
定
を
適
用
す
る
。

(d)

経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
る
一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
の
結
果
生
ず
る
と

(i)
予
想
さ
れ
る
関
税
の
増
大
分
と
実
質
的
に
同
等
の
貿
易
の
効
果
を
有
す
る
譲
許
又
は
当
該
増
大
分
と
等
価
値
の
譲
許
を

行
う
こ
と
に
よ
り
、
貿
易
の
自
由
化
に
資
す
る
適
当
な
補
償
に
つ
い
て
相
互
に
合
意
す
る
た
め
に
他
方
の
付
録
締
約
国

と
協
議
す
る
。
当
該
一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
を
と
っ
た
後
三
十
日
以
内
に
、
当
該

協
議
の
機
会
を
与
え
る
。

産
品
に
対
し
て
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
と
ら
れ
る
付
録
締
約
国
は
、

に
規
定
す
る
協
議
が
そ
の
開
始
の
後

(ii)

(i)
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三
十
日
以
内
に
貿
易
の
自
由
化
に
資
す
る
補
償
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

措
置
を
と
る
付
録
締
約
国
と
の
貿
易
に
つ
い
て
実
質
的
に
等
価
値
の
譲
許
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
規
定
す
る
譲
許
の
適
用
を
停
止
す
る
権
利
は
、
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
こ
の
協
定
に
適
合
す
る
場
合
に

(iii)

(ii)
は
、
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
最
初
の
二
十
四
箇
月
間
に
つ
い
て
は
、
行
使
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
。

第
七
条

１

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
一
条
（
定
義
）
に
定
め
る
定
義
を
準
用
す
る
（
注
）
。

注

こ
の
１
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
一
条
（
定
義
）
中
「
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
１
」
、
「
第
二
十
八
・
七
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
」
及

び
「
第
二
十
八
・
七
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
１
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
３
」
、
「
４
」
及
び
「
４

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(a)

２

付
録
締
約
国
は
、
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
に
定
め
る
問
題
で
あ
っ
て
自
動
車
に
関
す
る
も
の
に
つ
き
、
第
二
十

八
・
四
条
（
場
の
選
択
）
、
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
、
第
二
十
八
・
六
条
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
介
）
、
第
二
十

八
・
七
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
、
第
二
十
八
・
八
条
（
付
託
事
項
）
、
第
二
十
八
・
九
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
）
、
第
二
十

八
・
十
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
員
の
資
格
）
、
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
、

第
二
十
八
・
十
二
条
（
パ
ネ
ル
の
任
務
）
、
第
二
十
八
・
十
三
条
（
パ
ネ
ル
の
手
続
規
則
）
、
第
二
十
八
・
十
四
条
（
第
三

国
の
参
加
）
、
第
二
十
八
・
十
五
条
（
専
門
家
の
役
割
）
、
第
二
十
八
・
十
六
条
（
手
続
の
停
止
又
は
終
了
）
、
第
二
十

八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
、
第
二
十
八
・
十
八
条
（
最
終
報
告
書
）
、
第
二
十
八
・
十
九
条
（
最
終
報
告
書
の
実

施
）
、
第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
及
び
第
二
十
八
・
二
十
一
条
（
履
行
状
況
の
審
査
）

に
定
め
る
手
続
に
代
え
て
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
）

。

注

い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ

る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

３

付
録
締
約
国
は
、
２
に
定
め
る
問
題
に
つ
い
て
、
他
方
の
付
録
締
約
国
と
の
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該

(a)
協
議
の
要
請
を
行
う
付
録
締
約
国
は
、
当
該
要
請
を
書
面
で
行
う
も
の
と
し
、
当
該
書
面
に
、
当
該
要
請
の
理
由
（
問
題

と
な
っ
て
い
る
実
際
の
措
置
、
措
置
の
案
そ
の
他
の
事
項
の
特
定
及
び
申
立
て
の
法
的
根
拠
の
記
載
を
含
む
。
）
を
示
す

も
の
と
す
る
。
当
該
要
請
を
行
う
付
録
締
約
国
は
、
第
二
十
七
・
五
条
（
連
絡
部
局
）
１
の
規
定
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
る

総
合
的
な
連
絡
部
局
を
通
じ
て
、
当
該
要
請
を
他
の
締
約
国
に
対
し
て
同
時
に
送
付
す
る
。

協
議
の
要
請
を
受
け
る
付
録
締
約
国
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
要
請
の
受

(b)
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三
十
日
以
内
に
貿
易
の
自
由
化
に
資
す
る
補
償
に
つ
い
て
合
意
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド

措
置
を
と
る
付
録
締
約
国
と
の
貿
易
に
つ
い
て
実
質
的
に
等
価
値
の
譲
許
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
規
定
す
る
譲
許
の
適
用
を
停
止
す
る
権
利
は
、
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
こ
の
協
定
に
適
合
す
る
場
合
に

(iii)

(ii)
は
、
当
該
経
過
的
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
最
初
の
二
十
四
箇
月
間
に
つ
い
て
は
、
行
使
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
。

第
七
条

１

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
一
条
（
定
義
）
に
定
め
る
定
義
を
準
用
す
る
（
注
）
。

注

こ
の
１
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
一
条
（
定
義
）
中
「
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
１
」
、
「
第
二
十
八
・
七
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
」
及

び
「
第
二
十
八
・
七
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
１
」
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
３
」
、
「
４
」
及
び
「
４

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(a)

２

付
録
締
約
国
は
、
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
に
定
め
る
問
題
で
あ
っ
て
自
動
車
に
関
す
る
も
の
に
つ
き
、
第
二
十

八
・
四
条
（
場
の
選
択
）
、
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
、
第
二
十
八
・
六
条
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
介
）
、
第
二
十

八
・
七
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
、
第
二
十
八
・
八
条
（
付
託
事
項
）
、
第
二
十
八
・
九
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
）
、
第
二
十

八
・
十
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
員
の
資
格
）
、
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
、

第
二
十
八
・
十
二
条
（
パ
ネ
ル
の
任
務
）
、
第
二
十
八
・
十
三
条
（
パ
ネ
ル
の
手
続
規
則
）
、
第
二
十
八
・
十
四
条
（
第
三

国
の
参
加
）
、
第
二
十
八
・
十
五
条
（
専
門
家
の
役
割
）
、
第
二
十
八
・
十
六
条
（
手
続
の
停
止
又
は
終
了
）
、
第
二
十

八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
、
第
二
十
八
・
十
八
条
（
最
終
報
告
書
）
、
第
二
十
八
・
十
九
条
（
最
終
報
告
書
の
実

施
）
、
第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
及
び
第
二
十
八
・
二
十
一
条
（
履
行
状
況
の
審
査
）

に
定
め
る
手
続
に
代
え
て
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
紛
争
解
決
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
）

。

注

い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ

る
紛
争
解
決
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。

３

付
録
締
約
国
は
、
２
に
定
め
る
問
題
に
つ
い
て
、
他
方
の
付
録
締
約
国
と
の
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該

(a)
協
議
の
要
請
を
行
う
付
録
締
約
国
は
、
当
該
要
請
を
書
面
で
行
う
も
の
と
し
、
当
該
書
面
に
、
当
該
要
請
の
理
由
（
問
題

と
な
っ
て
い
る
実
際
の
措
置
、
措
置
の
案
そ
の
他
の
事
項
の
特
定
及
び
申
立
て
の
法
的
根
拠
の
記
載
を
含
む
。
）
を
示
す

も
の
と
す
る
。
当
該
要
請
を
行
う
付
録
締
約
国
は
、
第
二
十
七
・
五
条
（
連
絡
部
局
）
１
の
規
定
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
る

総
合
的
な
連
絡
部
局
を
通
じ
て
、
当
該
要
請
を
他
の
締
約
国
に
対
し
て
同
時
に
送
付
す
る
。

協
議
の
要
請
を
受
け
る
付
録
締
約
国
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
要
請
の
受

(b)



一
四
〇
四

領
の
日
の
後
七
日
以
内
に
当
該
要
請
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
（
注
）

。
当
該
協
議
の
要
請
を
受
け
る
付
録
締
約

国
は
、

に
規
定
す
る
総
合
的
な
連
絡
部
局
を
通
じ
て
自
国
の
回
答
を
他
の
締
約
国
に
対
し
て
同
時
に
送
付
し
、
及
び
誠

(a)

実
に
協
議
を
開
始
す
る
。

注

協
議
の
要
請
を
受
け
る
付
録
締
約
国
は
、
こ
の

に
定
め
る
期
間
内
に
回
答
し
な
い
場
合
に
は
、
協
議
の
要
請
を
行
う
付
録
締
約
国
が
当
該
要
請

(b)

を
送
付
し
た
日
の
後
七
日
目
の
日
に
当
該
要
請
を
受
領
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

両
付
録
締
約
国
は
、
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
要
請
の
受
領
の
日
の
後
十
五
日
以
内
に
協
議
を
開
始
す

(c)
る
。両

付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
つ
い
て
は
、
第
二
十

(d)
八
・
五
条
（
協
議
）
５
か
ら
８
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
（
注
）

。

注

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
６
及
び
７
の
規
定
中
「
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
３
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

(d)

す
る
。

４

３

の
規
定
に
基
づ
い
て
協
議
を
要
請
し
た
一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
両
付
録
締
約
国
が
３

の
規
定
に
基
づ
く
協
議

(a)

(a)

(a)

の
要
請
の
受
領
の
日
の
後
三
十
日
の
期
間
内
に
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
他
方
の
付
録
締
約
国
に

宛
て
た
書
面
に
よ
る
通
報
に
よ
り
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
第
二
十
七
・
五
条
（
連
絡
部
局
）
１
の
規
定
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
る
総
合
的
な
連
絡
部
局
を
通

(b)
じ
て
、

の
規
定
に
基
づ
く
要
請
を
他
の
締
約
国
に
対
し
て
同
時
に
送
付
す
る
。

(a)

パ
ネ
ル
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
・
七
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
３
、
４
及
び
７
の
規
定
を
準
用
す
る
。
パ
ネ
ル

(c)
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
及
び
手
続
規
則
の
規
定
（
６
に
定
め
る
期
間
に

つ
い
て
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
に
適
合
す
る
方
法
で
構
成
す
る
。

５

付
託
事
項
は
、
両
付
録
締
約
国
が
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
十
五
日
以
内
に
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合

(a)
を
除
く
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

こ
の
協
定
の
関
連
す
る
規
定
に
照
ら
し
、
４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
に
お
い
て
付
託
さ
れ
る
問

(i)

(a)

題
を
検
討
す
る
こ
と
。

８
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
４
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理

(ii)
由
を
付
し
て
、
認
定
及
び
決
定
を
行
い
、
並
び
に
共
同
で
要
請
さ
れ
た
勧
告
を
行
う
こ
と
。

申
立
付
録
締
約
国
が
、
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
に
お
い
て
、
あ
る
措
置
が
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
１

の
規

(b)

(c)
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五

領
の
日
の
後
七
日
以
内
に
当
該
要
請
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
（
注
）

。
当
該
協
議
の
要
請
を
受
け
る
付
録
締
約

国
は
、

に
規
定
す
る
総
合
的
な
連
絡
部
局
を
通
じ
て
自
国
の
回
答
を
他
の
締
約
国
に
対
し
て
同
時
に
送
付
し
、
及
び
誠

(a)

実
に
協
議
を
開
始
す
る
。

注

協
議
の
要
請
を
受
け
る
付
録
締
約
国
は
、
こ
の

に
定
め
る
期
間
内
に
回
答
し
な
い
場
合
に
は
、
協
議
の
要
請
を
行
う
付
録
締
約
国
が
当
該
要
請

(b)

を
送
付
し
た
日
の
後
七
日
目
の
日
に
当
該
要
請
を
受
領
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

両
付
録
締
約
国
は
、
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
要
請
の
受
領
の
日
の
後
十
五
日
以
内
に
協
議
を
開
始
す

(c)
る
。両

付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
３
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
つ
い
て
は
、
第
二
十

(d)
八
・
五
条
（
協
議
）
５
か
ら
８
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
（
注
）

。

注

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
６
及
び
７
の
規
定
中
「
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
３
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

(d)

す
る
。

４

３

の
規
定
に
基
づ
い
て
協
議
を
要
請
し
た
一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
両
付
録
締
約
国
が
３

の
規
定
に
基
づ
く
協
議

(a)

(a)

(a)

の
要
請
の
受
領
の
日
の
後
三
十
日
の
期
間
内
に
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
他
方
の
付
録
締
約
国
に

宛
て
た
書
面
に
よ
る
通
報
に
よ
り
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
第
二
十
七
・
五
条
（
連
絡
部
局
）
１
の
規
定
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
る
総
合
的
な
連
絡
部
局
を
通

(b)
じ
て
、

の
規
定
に
基
づ
く
要
請
を
他
の
締
約
国
に
対
し
て
同
時
に
送
付
す
る
。

(a)

パ
ネ
ル
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
・
七
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
３
、
４
及
び
７
の
規
定
を
準
用
す
る
。
パ
ネ
ル

(c)
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
及
び
手
続
規
則
の
規
定
（
６
に
定
め
る
期
間
に

つ
い
て
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
に
適
合
す
る
方
法
で
構
成
す
る
。

５

付
託
事
項
は
、
両
付
録
締
約
国
が
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
十
五
日
以
内
に
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合

(a)
を
除
く
ほ
か
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

こ
の
協
定
の
関
連
す
る
規
定
に
照
ら
し
、
４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
に
お
い
て
付
託
さ
れ
る
問

(i)

(a)

題
を
検
討
す
る
こ
と
。

８
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
４
の
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
理

(ii)
由
を
付
し
て
、
認
定
及
び
決
定
を
行
い
、
並
び
に
共
同
で
要
請
さ
れ
た
勧
告
を
行
う
こ
と
。

申
立
付
録
締
約
国
が
、
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
に
お
い
て
、
あ
る
措
置
が
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
１

の
規

(b)

(c)
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定
の
意
味
に
お
い
て
利
益
を
無
効
に
し
、
又
は
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
付
託
事
項
に
そ
の
旨
を
記
載
す

る
。

６

パ
ネ
ル
は
、
三
人
の
構
成
員
か
ら
成
る
。

(a)

両
付
録
締
約
国
は
、
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
パ
ネ
ル
を
構
成
す
る
た
め
に
次
の
手
続
を
適
用
す
る
。

(b)

４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
十
五
日
の
期
間
内
に
、
一
方
に
お
い
て
申
立
付
録

(i)

(a)

締
約
国
及
び
他
方
に
お
い
て
被
申
立
付
録
締
約
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
任
命
し
、
そ
の
任
命
に

つ
い
て
相
互
に
通
報
す
る
。

紛
争
解
決
手
続
は
、
申
立
付
録
締
約
国
が

に
規
定
す
る
期
間
内
に
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な

(ii)

(i)

い
場
合
に
は
、
当
該
期
間
が
満
了
し
た
時
に
終
了
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が

に
規
定
す
る
期
間
内
に
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で

(iii)

(i)

き
な
い
場
合
に
は
、
４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
二
十
日
以
内
に
、
次
の
い
ず
れ

(a)

か
の
方
法
に
よ
り
、
任
命
さ
れ
て
い
な
い
当
該
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
選
出
す
る
。

第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
９
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る

(A)
被
申
立
付
録
締
約
国
の
名
簿
の
中
か
ら
選
出
す
る
方
法

被
申
立
付
録
締
約
国
が
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
９
の
規
定
に

(B)
基
づ
く
名
簿
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
の
中

か
ら
選
出
す
る
方
法

被
申
立
付
録
締
約
国
が
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
９
の
規
定
に

(C)
基
づ
く
名
簿
を
作
成
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
同
条
の
規
定
に
従
っ
て
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
、
申
立
付
録
締
約
国
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
当
該
申
立
付
録
締
約
国
の
国
民
で
な
い
三
人
の
候
補
者
の

名
簿
の
中
か
ら
無
作
為
抽
出
に
よ
っ
て
選
出
す
る
方
法

議
長
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
す
る
パ
ネ
ル
の
第
三
の
構
成
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(iv)

両
付
録
締
約
国
は
、
議
長
の
任
命
に
つ
い
て
合
意
す
る
よ
う
努
め
る
。

(A)

両
付
録
締
約
国
は
、
４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
十
五
日
の
期
間
内
に

の

(B)

(a)

(A)

規
定
に
従
っ
て
議
長
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
二
十
日

の
期
間
内
に
、
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
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定
の
意
味
に
お
い
て
利
益
を
無
効
に
し
、
又
は
侵
害
し
て
い
る
と
主
張
す
る
場
合
に
は
、
付
託
事
項
に
そ
の
旨
を
記
載
す

る
。

６

パ
ネ
ル
は
、
三
人
の
構
成
員
か
ら
成
る
。

(a)

両
付
録
締
約
国
は
、
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
パ
ネ
ル
を
構
成
す
る
た
め
に
次
の
手
続
を
適
用
す
る
。

(b)

４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
十
五
日
の
期
間
内
に
、
一
方
に
お
い
て
申
立
付
録

(i)

(a)

締
約
国
及
び
他
方
に
お
い
て
被
申
立
付
録
締
約
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
任
命
し
、
そ
の
任
命
に

つ
い
て
相
互
に
通
報
す
る
。

紛
争
解
決
手
続
は
、
申
立
付
録
締
約
国
が

に
規
定
す
る
期
間
内
に
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な

(ii)

(i)

い
場
合
に
は
、
当
該
期
間
が
満
了
し
た
時
に
終
了
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が

に
規
定
す
る
期
間
内
に
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
任
命
す
る
こ
と
が
で

(iii)

(i)

き
な
い
場
合
に
は
、
４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
二
十
日
以
内
に
、
次
の
い
ず
れ

(a)

か
の
方
法
に
よ
り
、
任
命
さ
れ
て
い
な
い
当
該
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
選
出
す
る
。

第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
９
の
規
定
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る

(A)
被
申
立
付
録
締
約
国
の
名
簿
の
中
か
ら
選
出
す
る
方
法

被
申
立
付
録
締
約
国
が
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
９
の
規
定
に

(B)
基
づ
く
名
簿
を
作
成
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
同
条
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
の
中

か
ら
選
出
す
る
方
法

被
申
立
付
録
締
約
国
が
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
９
の
規
定
に

(C)
基
づ
く
名
簿
を
作
成
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
同
条
の
規
定
に
従
っ
て
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
、
申
立
付
録
締
約
国
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
る
当
該
申
立
付
録
締
約
国
の
国
民
で
な
い
三
人
の
候
補
者
の

名
簿
の
中
か
ら
無
作
為
抽
出
に
よ
っ
て
選
出
す
る
方
法

議
長
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
す
る
パ
ネ
ル
の
第
三
の
構
成
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(iv)

両
付
録
締
約
国
は
、
議
長
の
任
命
に
つ
い
て
合
意
す
る
よ
う
努
め
る
。

(A)

両
付
録
締
約
国
は
、
４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
十
五
日
の
期
間
内
に

の

(B)

(a)

(A)

規
定
に
従
っ
て
議
長
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の
日
の
後
二
十
日

の
期
間
内
に
、
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
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さ
れ
る
登
録
簿
の
中
か
ら
無
作
為
抽
出
に
よ
り
議
長
を
選
出
す
る
。

登
録
簿
が
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
さ

(C)
れ
て
お
ら
ず
、

及
び

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
各
付
録
締
約
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
人

(A)

(B)

ま
で
の
候
補
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
議
長
は
、
４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の

(a)

日
の
後
二
十
日
の
期
間
内
に
、
指
名
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
候
補
者
の
中
か
ら
無
作
為
に
選
出
さ
れ
る
。

議
長
は
、
い
ず
れ
か
の
付
録
締
約
国
の
国
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル

(D)
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
登
録
簿
の
構
成
員
に
任
命
さ
れ
る
両
付

録
締
約
国
の
国
民
は
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
く
選
出
の
手
順
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(iv)

両
付
録
締
約
国
は
、

又
は

の
規
定
に
従
っ
て
選
出
さ
れ
る
パ
ネ
ル
の
構
成
員
が
パ
ネ
ル
の
職
務
を
遂
行
す

(v)

(iii)

(iv)
(B)

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
パ
ネ
ル
の
構
成
員
に
支
障
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
日
の
後
五
日
以
内
に
、
当
該

パ
ネ
ル
の
構
成
員
が

の
規
定
に
従
っ
て
選
出
さ
れ
る
場
合
に
は
名
簿
の
残
り
の
者
の
中
か
ら
、
当
該
パ
ネ
ル
の
構
成

(iii)

員
が

の
規
定
に
従
っ
て
選
出
さ
れ
る
場
合
に
は
登
録
簿
の
残
り
の
者
の
中
か
ら
、
別
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
選
出

(iv)
(B)

す
る
た
め
に
会
合
す
る
。

こ
の
６
の
規
定
に
従
っ
て
任
命
さ
れ
る
パ
ネ
ル
の
構
成
員
が
、
手
続
の
過
程
に
お
い
て
又
は

、

若
し
く
は

(vi)

10
(b)

13

17

の
規
定
に
従
っ
て
パ
ネ
ル
が
再
招
集
さ
れ
る
時
に
、
辞
任
す
る
場
合
又
は
パ
ネ
ル
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
場
合
に
は
、
後
任
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
は
、
当
初
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
の
任
命
の
た
め
の
こ
の

に
規
定
す
る

(b)

選
出
の
手
続
に
従
っ
て
十
二
日
以
内
に
任
命
さ
れ
る
。
当
該
後
任
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
は
、
当
該
当
初
の
パ
ネ
ル
の
構

成
員
の
全
て
の
権
限
及
び
任
務
を
有
す
る
。
パ
ネ
ル
の
活
動
は
、
当
該
後
任
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
の
任
命
ま
で
の
間
停

止
さ
れ
る
も
の
と
し
、
こ
の
条
及
び
手
続
規
則
に
規
定
す
る
全
て
の
期
間
は
、
当
該
活
動
が
停
止
さ
れ
た
期
間
延
長
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

選
出
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
・
九
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
）
４
、
５
及
び

の
規
定
を
準
用
す
る
（
注
）

。

(vii)

10

注

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
九
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
）

の
規
定
中
「
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
６
」
と
読
み
替
え
る

(vii)

10

も
の
と
す
る
。

７

全
て
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
は
、
第
二
十
八
・
十
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
員
の
資
格
）
１
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す

る
。
８
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
・
六
条
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
介
）
の
規
定
に
よ
っ
て
紛
争
に
関
与
し

た
個
人
は
、
当
該
紛
争
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
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さ
れ
る
登
録
簿
の
中
か
ら
無
作
為
抽
出
に
よ
り
議
長
を
選
出
す
る
。

登
録
簿
が
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
さ

(C)
れ
て
お
ら
ず
、

及
び

の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
各
付
録
締
約
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
人

(A)

(B)

ま
で
の
候
補
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
議
長
は
、
４

の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
設
置
の
要
請
の
到
達
の

(a)

日
の
後
二
十
日
の
期
間
内
に
、
指
名
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
候
補
者
の
中
か
ら
無
作
為
に
選
出
さ
れ
る
。

議
長
は
、
い
ず
れ
か
の
付
録
締
約
国
の
国
民
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
第
二
十
八
・
十
一
条
（
パ
ネ
ル

(D)
の
議
長
の
登
録
簿
及
び
締
約
国
別
の
名
簿
）
の
規
定
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
登
録
簿
の
構
成
員
に
任
命
さ
れ
る
両
付

録
締
約
国
の
国
民
は
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
く
選
出
の
手
順
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(iv)

両
付
録
締
約
国
は
、

又
は

の
規
定
に
従
っ
て
選
出
さ
れ
る
パ
ネ
ル
の
構
成
員
が
パ
ネ
ル
の
職
務
を
遂
行
す

(v)

(iii)

(iv)
(B)

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
パ
ネ
ル
の
構
成
員
に
支
障
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
日
の
後
五
日
以
内
に
、
当
該

パ
ネ
ル
の
構
成
員
が

の
規
定
に
従
っ
て
選
出
さ
れ
る
場
合
に
は
名
簿
の
残
り
の
者
の
中
か
ら
、
当
該
パ
ネ
ル
の
構
成

(iii)

員
が

の
規
定
に
従
っ
て
選
出
さ
れ
る
場
合
に
は
登
録
簿
の
残
り
の
者
の
中
か
ら
、
別
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
を
選
出

(iv)
(B)

す
る
た
め
に
会
合
す
る
。

こ
の
６
の
規
定
に
従
っ
て
任
命
さ
れ
る
パ
ネ
ル
の
構
成
員
が
、
手
続
の
過
程
に
お
い
て
又
は

、

若
し
く
は

(vi)

10
(b)

13

17

の
規
定
に
従
っ
て
パ
ネ
ル
が
再
招
集
さ
れ
る
時
に
、
辞
任
す
る
場
合
又
は
パ
ネ
ル
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
場
合
に
は
、
後
任
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
は
、
当
初
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
の
任
命
の
た
め
の
こ
の

に
規
定
す
る

(b)

選
出
の
手
続
に
従
っ
て
十
二
日
以
内
に
任
命
さ
れ
る
。
当
該
後
任
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
は
、
当
該
当
初
の
パ
ネ
ル
の
構

成
員
の
全
て
の
権
限
及
び
任
務
を
有
す
る
。
パ
ネ
ル
の
活
動
は
、
当
該
後
任
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
の
任
命
ま
で
の
間
停

止
さ
れ
る
も
の
と
し
、
こ
の
条
及
び
手
続
規
則
に
規
定
す
る
全
て
の
期
間
は
、
当
該
活
動
が
停
止
さ
れ
た
期
間
延
長
さ

れ
る
も
の
と
す
る
。

選
出
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
・
九
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
）
４
、
５
及
び

の
規
定
を
準
用
す
る
（
注
）

。

(vii)

10

注

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
九
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
）

の
規
定
中
「
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
６
」
と
読
み
替
え
る

(vii)

10

も
の
と
す
る
。

７

全
て
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
は
、
第
二
十
八
・
十
条
（
パ
ネ
ル
の
構
成
員
の
資
格
）
１
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す

る
。
８
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
・
六
条
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
介
）
の
規
定
に
よ
っ
て
紛
争
に
関
与
し

た
個
人
は
、
当
該
紛
争
の
パ
ネ
ル
の
構
成
員
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
し
て
は
な
ら
な
い
。
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８

両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第

二
十
八
・
四
条
（
場
の
選
択
）
、
第
二
十
八
・
六
条
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
介
）
、
第
二
十
八
・
十
二
条
（
パ
ネ
ル
の

任
務
）
、
第
二
十
八
・
十
五
条
（
専
門
家
の
役
割
）
、
第
二
十
八
・
十
六
条
（
手
続
の
停
止
又
は
終
了
）
、
第
二
十
八
・
十

七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
及
び
第
二
十
八
・
十
八
条
（
最
終
報
告
書
）
の
規
定
を
準
用
す
る
（
注
）

。
た
だ
し
、
次
の
場
合

を
除
く
。

注

こ
の
８
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
六
条
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
介
）
４
の
規
定
中
「
次
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
」
と
あ
る
の
は
「
４
」

と
、
第
二
十
八
・
十
二
条
（
パ
ネ
ル
の
任
務
）
２
及
び
第
二
十
八
・
十
六
条
（
手
続
の
停
止
又
は
終
了
）
１
の
規
定
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
」
と
、
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
５
の
規
定
中
「
３
」
と
あ
る
の
は
「
８

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(a)

パ
ネ
ル
は
、
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
３
の
規
定
に
関
し
、
パ
ネ
ル
の
最
後
の
構
成
員
の
任
命
の
日
の

(a)
後
百
二
十
日
以
内
に
最
初
の
報
告
書
を
両
付
録
締
約
国
に
提
示
す
る
。

パ
ネ
ル
は
、
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
４
の
規
定
に
関
し
、
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
が
、
申

(b)
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
販
売
、
販
売
の
た
め
の
提
供
、
購
入
、
輸
送
、
流
通
又
は
使
用
に
著
し
く
影
響
を

及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
決
定
す
る
。

付
録
締
約
国
は
、
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
７
の
規
定
に
関
し
、
最
初
の
報
告
書
の
提
示
の
後
十
日
以

(c)
内
又
は
両
付
録
締
約
国
が
合
意
す
る
そ
の
他
の
期
間
内
に
、
パ
ネ
ル
に
対
し
、
最
初
の
報
告
書
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
意

見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

パ
ネ
ル
は
、
第
二
十
八
・
十
八
条
（
最
終
報
告
書
）
１
の
規
定
に
関
し
、
最
初
の
報
告
書
の
提
示
の
後
二
十
日
以
内

(d)
に
、
両
付
録
締
約
国
に
対
し
、
最
終
報
告
書
（
全
会
一
致
の
合
意
が
得
ら
れ
な
い
問
題
に
関
す
る
別
個
の
意
見
を
含

む
。
）
を
提
示
す
る
。
両
付
録
締
約
国
は
、
秘
密
の
情
報
を
保
護
す
る
手
段
を
と
っ
た
後
、
当
該
最
終
報
告
書
の
提
示
の

後
七
日
以
内
に
当
該
最
終
報
告
書
を
公
表
す
る
。

９

両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
最
終
報
告
書
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
・
十
九
条

（
最
終
報
告
書
の
実
施
）
１
及
び
２
の
規
定
を
準
用
す
る
（
注
）

。

注

こ
の
９
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
十
九
条
（
最
終
報
告
書
の
実
施
）
１
の
規
定
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
条
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
が
最
終
報
告
書
に
お
い
て
次
の

の
い
ず
れ
か
の
こ
と
を
決
定
し
、
か
つ
、
次
の

の

10
(a)

(i)

(ii)

こ
と
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

か
ら

ま
で
の
規
定
に
従

11

17
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８

両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
パ
ネ
ル
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
第

二
十
八
・
四
条
（
場
の
選
択
）
、
第
二
十
八
・
六
条
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
介
）
、
第
二
十
八
・
十
二
条
（
パ
ネ
ル
の

任
務
）
、
第
二
十
八
・
十
五
条
（
専
門
家
の
役
割
）
、
第
二
十
八
・
十
六
条
（
手
続
の
停
止
又
は
終
了
）
、
第
二
十
八
・
十

七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
及
び
第
二
十
八
・
十
八
条
（
最
終
報
告
書
）
の
規
定
を
準
用
す
る
（
注
）

。
た
だ
し
、
次
の
場
合

を
除
く
。

注

こ
の
８
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
六
条
（
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
介
）
４
の
規
定
中
「
次
条
（
パ
ネ
ル
の
設
置
）
」
と
あ
る
の
は
「
４
」

と
、
第
二
十
八
・
十
二
条
（
パ
ネ
ル
の
任
務
）
２
及
び
第
二
十
八
・
十
六
条
（
手
続
の
停
止
又
は
終
了
）
１
の
規
定
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
「
こ

の
条
」
と
、
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
５
の
規
定
中
「
３
」
と
あ
る
の
は
「
８

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(a)

パ
ネ
ル
は
、
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
３
の
規
定
に
関
し
、
パ
ネ
ル
の
最
後
の
構
成
員
の
任
命
の
日
の

(a)
後
百
二
十
日
以
内
に
最
初
の
報
告
書
を
両
付
録
締
約
国
に
提
示
す
る
。

パ
ネ
ル
は
、
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
４
の
規
定
に
関
し
、
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
が
、
申

(b)
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
販
売
、
販
売
の
た
め
の
提
供
、
購
入
、
輸
送
、
流
通
又
は
使
用
に
著
し
く
影
響
を

及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
決
定
す
る
。

付
録
締
約
国
は
、
第
二
十
八
・
十
七
条
（
最
初
の
報
告
書
）
７
の
規
定
に
関
し
、
最
初
の
報
告
書
の
提
示
の
後
十
日
以

(c)
内
又
は
両
付
録
締
約
国
が
合
意
す
る
そ
の
他
の
期
間
内
に
、
パ
ネ
ル
に
対
し
、
最
初
の
報
告
書
に
関
す
る
書
面
に
よ
る
意

見
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

パ
ネ
ル
は
、
第
二
十
八
・
十
八
条
（
最
終
報
告
書
）
１
の
規
定
に
関
し
、
最
初
の
報
告
書
の
提
示
の
後
二
十
日
以
内

(d)
に
、
両
付
録
締
約
国
に
対
し
、
最
終
報
告
書
（
全
会
一
致
の
合
意
が
得
ら
れ
な
い
問
題
に
関
す
る
別
個
の
意
見
を
含

む
。
）
を
提
示
す
る
。
両
付
録
締
約
国
は
、
秘
密
の
情
報
を
保
護
す
る
手
段
を
と
っ
た
後
、
当
該
最
終
報
告
書
の
提
示
の

後
七
日
以
内
に
当
該
最
終
報
告
書
を
公
表
す
る
。

９

両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
最
終
報
告
書
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
・
十
九
条

（
最
終
報
告
書
の
実
施
）
１
及
び
２
の
規
定
を
準
用
す
る
（
注
）

。

注

こ
の
９
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
十
九
条
（
最
終
報
告
書
の
実
施
）
１
の
規
定
中
「
こ
の
章
」
と
あ
る
の
は
、
「
こ
の
条
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
が
最
終
報
告
書
に
お
い
て
次
の

の
い
ず
れ
か
の
こ
と
を
決
定
し
、
か
つ
、
次
の

の

10
(a)

(i)

(ii)

こ
と
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

か
ら

ま
で
の
規
定
に
従

11

17



一
四
一
二

い
、
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
し
、
又
は
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置
が
こ
の
協
定
に
基
づ
く
付
録
締
約
国
の
義
務
に
適
合
し
な
い
こ
と
。

(i)
(A)

付
録
締
約
国
が
こ
の
協
定
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
。

(B)

問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置
が
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
１

の
規
定
の
意
味
に
お
け
る
無
効
化
又
は
侵
害

(C)

(c)

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
。

パ
ネ
ル
が
存
在
す
る
と
決
定
し
た
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
が
、
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の

(ii)
販
売
、
販
売
の
た
め
の
提
供
、
購
入
、
輸
送
、
流
通
又
は
使
用
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
。

両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
パ
ネ
ル
が
存
在
す
る
と
決
定
し

(b)

(a)
(i)

た
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
が
、
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
販
売
、
販
売
の
た
め
の
提
供
、
購

入
、
輸
送
、
流
通
又
は
使
用
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
パ
ネ
ル
が
最
終
報
告
書
に
お
い
て
決
定
す
る
場
合
に

は
、
第
二
十
八
・
十
九
条
（
最
終
報
告
書
の
実
施
）
３
か
ら
７
ま
で
、
第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益

の
停
止
）
）
及
び
第
二
十
八
・
二
十
一
条
（
履
行
状
況
の
審
査
）
に
定
め
る
手
続
を
準
用
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
自
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
統
一
関
税
率
表
（
以
下

11
こ
の
条
に
お
い
て
「
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又

は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
14
(a)

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属

(i)書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
た
日
以
後
に
、

に
規
定
す
る

10
(a)

決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
原
産
自
動
車
の
関

(d)

税
率
を
次
の
程
度
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(a)

８

の
規
定
に
基
づ
く
最
終
報
告
書
の
公
表
の
後
九
十
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
実
行
最
恵
国
税

(d)

率
を
超
え
な
い
程
度

(b)

そ
の
後
は
、
当
該
自
動
車
の
実
行
最
恵
国
税
率
か
ら
、
当
該
税
率
と

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結

14
(a)
(i)

果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
調
整
さ
れ
た
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約

束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
定
め
る
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
率
と
の
差
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率

を
超
え
な
い
程
度



一
四
一
三

い
、
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
し
、
又
は
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置
が
こ
の
協
定
に
基
づ
く
付
録
締
約
国
の
義
務
に
適
合
し
な
い
こ
と
。

(i)
(A)

付
録
締
約
国
が
こ
の
協
定
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
。

(B)

問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置
が
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
１

の
規
定
の
意
味
に
お
け
る
無
効
化
又
は
侵
害

(C)

(c)

を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
。

パ
ネ
ル
が
存
在
す
る
と
決
定
し
た
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
が
、
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の

(ii)
販
売
、
販
売
の
た
め
の
提
供
、
購
入
、
輸
送
、
流
通
又
は
使
用
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
。

両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
パ
ネ
ル
が
存
在
す
る
と
決
定
し

(b)

(a)
(i)

た
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
が
、
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
販
売
、
販
売
の
た
め
の
提
供
、
購

入
、
輸
送
、
流
通
又
は
使
用
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
パ
ネ
ル
が
最
終
報
告
書
に
お
い
て
決
定
す
る
場
合
に

は
、
第
二
十
八
・
十
九
条
（
最
終
報
告
書
の
実
施
）
３
か
ら
７
ま
で
、
第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益

の
停
止
）
）
及
び
第
二
十
八
・
二
十
一
条
（
履
行
状
況
の
審
査
）
に
定
め
る
手
続
を
準
用
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
自
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
統
一
関
税
率
表
（
以
下

11
こ
の
条
に
お
い
て
「
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又

は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
14
(a)

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属

(i)書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
た
日
以
後
に
、

に
規
定
す
る

10
(a)

決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
原
産
自
動
車
の
関

(d)

税
率
を
次
の
程
度
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(a)

８

の
規
定
に
基
づ
く
最
終
報
告
書
の
公
表
の
後
九
十
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
実
行
最
恵
国
税

(d)

率
を
超
え
な
い
程
度

(b)

そ
の
後
は
、
当
該
自
動
車
の
実
行
最
恵
国
税
率
か
ら
、
当
該
税
率
と

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結

14
(a)
(i)

果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
調
整
さ
れ
た
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約

束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
定
め
る
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
率
と
の
差
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
減
じ
て
得
た
税
率

を
超
え
な
い
程
度



一
四
一
四

た
だ
し
、
申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
行
っ
た
後
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
き
、
被
申
立
付
録

13

11

締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
の
公
表
後
は
い
つ
で
も
、

若
し
く
は

の

12
(a)

10
(a)

14
(a)
(ii)

(b)

規
定
に
基
づ
い
て
利
益
を
停
止
す
る
意
図
又
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
を
と
る
意
図
を
被
申
立
付
録
締
約
国
に

14
(a)
(i)

対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
通
報
は
、
当
該
申
立
付
録
締
約
国
が

若
し
く
は

の
規
定

14
(a)
(ii)

(b)

に
基
づ
い
て
停
止
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
利
益
の
程
度
又
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
を
と
る
た
め
の
利
益
の
程

14
(a)
(i)

度
を
特
定
す
る
。
申
立
付
録
締
約
国
は
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
い
て
通
報
し
た
後
は
い
つ
で
も
、

若
し
く
は

(a)

14
(a)
(ii)

(b)

の
規
定
に
基
づ
い
て
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
の
程
度
又
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
を
と
る
た
め
の
利
益

14
(a)
(i)

の
程
度
を
決
定
す
る
た
め
に
パ
ネ
ル
を
再
招
集
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
申
立
付
録
締
約
国
は
、

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
停
止
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
若
し
く
は
停
止
さ

(b)

14
(a)
(ii)

(b)

れ
た
利
益
の
程
度
若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
を
と
る
た
め
の
利
益
の
程
度
が
明
ら
か
に
過
大
で
あ
る
こ

14
(a)
(i)

と
又
は
パ
ネ
ル
が
存
在
す
る
と
決
定
し
た
違
反
若
し
く
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
自
国
が
除
去
し
た
こ
と
を
認
め
る
場

合
に
は
、
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
パ
ネ
ル
を
再
招
集
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
申
立
付
録
締
約
国
は
、
申
立
付
録
締
約
国
が

の
規
定
に
基
づ
い
て
通
報
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
次
の
場

(c)

(a)

合
に
は
、

の
規
定
に
基
づ
く
利
益
の
程
度
を
決
定
す
る
た
め
に
パ
ネ
ル
を
再
招
集
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

13

る
。

申
立
付
録
締
約
国
が

の
規
定
に
基
づ
い
て
関
税
率
を
引
き
上
げ
た
場
合

(i)

11

申
立
付
録
締
約
国
が

の
規
定
に
基
づ
い
て
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き

(ii)

14
(a)
(i)

る
期
間
を
決
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合

一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
書
面
に
よ
り
パ
ネ
ル
の
再
招
集
の
要
請
を
他
方
の
付
録
締
約
国
に
送
付
す
る
。

(d)
パ
ネ
ル
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

の
規
定
に
基
づ
く
要
請
の
到
達
の
日
の
後
で

13

12

き
る
限
り
速
や
か
に
再
招
集
さ
れ
る
も
の
と
し
、
パ
ネ
ル
が
再
招
集
さ
れ
た
後
九
十
日
以
内
に
、
申
立
付
録
締
約
国
が
停
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
の
程
度
に
つ
い
て
の
決
定
を
両
付
録
締
約
国
に
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。
パ
ネ
ル
は
、
申
立
付
録

締
約
国
が

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
の
程
度
又
は

の
規
定
に
基
づ
い

14
(a)
(ii)

(b)

14
(a)
(i)

て
行
動
を
と
る
た
め
の
利
益
の
程
度
を
次
の

と

と
の
和
と
し
て
決
定
す
る
。

(a)

(b)

第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
５
に
規
定
す
る
同
等
の
効
果
を
有
す
る
利
益
の
程
度

(a)



一
四
一
五

た
だ
し
、
申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
行
っ
た
後
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
き
、
被
申
立
付
録

13

11

締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
し
て
は
な
ら
な
い
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
の
公
表
後
は
い
つ
で
も
、

若
し
く
は

の

12
(a)

10
(a)

14
(a)
(ii)

(b)

規
定
に
基
づ
い
て
利
益
を
停
止
す
る
意
図
又
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
を
と
る
意
図
を
被
申
立
付
録
締
約
国
に

14
(a)
(i)

対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
通
報
は
、
当
該
申
立
付
録
締
約
国
が

若
し
く
は

の
規
定

14
(a)
(ii)

(b)

に
基
づ
い
て
停
止
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
利
益
の
程
度
又
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
を
と
る
た
め
の
利
益
の
程

14
(a)
(i)

度
を
特
定
す
る
。
申
立
付
録
締
約
国
は
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
い
て
通
報
し
た
後
は
い
つ
で
も
、

若
し
く
は

(a)

14
(a)
(ii)

(b)

の
規
定
に
基
づ
い
て
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
の
程
度
又
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
を
と
る
た
め
の
利
益

14
(a)
(i)

の
程
度
を
決
定
す
る
た
め
に
パ
ネ
ル
を
再
招
集
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
申
立
付
録
締
約
国
は
、

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
停
止
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
若
し
く
は
停
止
さ

(b)

14
(a)
(ii)

(b)

れ
た
利
益
の
程
度
若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
行
動
を
と
る
た
め
の
利
益
の
程
度
が
明
ら
か
に
過
大
で
あ
る
こ

14
(a)
(i)

と
又
は
パ
ネ
ル
が
存
在
す
る
と
決
定
し
た
違
反
若
し
く
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
自
国
が
除
去
し
た
こ
と
を
認
め
る
場

合
に
は
、
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
パ
ネ
ル
を
再
招
集
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
申
立
付
録
締
約
国
は
、
申
立
付
録
締
約
国
が

の
規
定
に
基
づ
い
て
通
報
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
次
の
場

(c)

(a)

合
に
は
、

の
規
定
に
基
づ
く
利
益
の
程
度
を
決
定
す
る
た
め
に
パ
ネ
ル
を
再
招
集
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

13

る
。

申
立
付
録
締
約
国
が

の
規
定
に
基
づ
い
て
関
税
率
を
引
き
上
げ
た
場
合

(i)

11

申
立
付
録
締
約
国
が

の
規
定
に
基
づ
い
て
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き

(ii)

14
(a)
(i)

る
期
間
を
決
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合

一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
書
面
に
よ
り
パ
ネ
ル
の
再
招
集
の
要
請
を
他
方
の
付
録
締
約
国
に
送
付
す
る
。

(d)
パ
ネ
ル
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

の
規
定
に
基
づ
く
要
請
の
到
達
の
日
の
後
で

13

12

き
る
限
り
速
や
か
に
再
招
集
さ
れ
る
も
の
と
し
、
パ
ネ
ル
が
再
招
集
さ
れ
た
後
九
十
日
以
内
に
、
申
立
付
録
締
約
国
が
停
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
の
程
度
に
つ
い
て
の
決
定
を
両
付
録
締
約
国
に
提
示
す
る
も
の
と
す
る
。
パ
ネ
ル
は
、
申
立
付
録

締
約
国
が

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
い
て
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
の
程
度
又
は

の
規
定
に
基
づ
い

14
(a)
(ii)

(b)

14
(a)
(i)

て
行
動
を
と
る
た
め
の
利
益
の
程
度
を
次
の

と

と
の
和
と
し
て
決
定
す
る
。

(a)

(b)

第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
５
に
規
定
す
る
同
等
の
効
果
を
有
す
る
利
益
の
程
度

(a)



一
四
一
六

に
規
定
す
る
利
益
の
程
度
に
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産

(b)

(a)
自
動
車
の
申
立
付
録
締
約
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・

〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
被
申
立
付
録
締
約
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間

輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
に
対
す
る
比
率
を
乗
じ
て
得
た
利
益
の
程
度
（
こ
の
利
益
の
程
度
と

に
規
定
す
る
利
益
の
程

(a)

度
と
の
和
が
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ

の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・

〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三

一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
及
び
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国

か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
十
七
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
と
の
和
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
も
の
と
す
る
。
）

申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
行
っ
た
後
、
次
の
い
ず
れ
か
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

14

13

自
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七

(a)
(i)

〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ

Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の

原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
こ
の

の
規
定
（
注
１
）

に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階

(i)

的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に

従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
前
に
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付

10
(a)

(d)

録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇

〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三

一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
被
申

立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
を
次
の

及
び

の
規
定
に
従
っ
て
延

(A)

(B)

期
す
る
こ
と
（
注
２
、
注
３
）
。

注
１

申
立
付
録
締
約
国
は
、
自
国
が
課
す
る
こ
の

に
規
定
す
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
こ
の

の
規
定

(i)

(i)

に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る

約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
の
前
日
に
お
い
て
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

10
(a)

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
が
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ

(d)



一
四
一
七

に
規
定
す
る
利
益
の
程
度
に
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産

(b)

(a)
自
動
車
の
申
立
付
録
締
約
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・

〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
被
申
立
付
録
締
約
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間

輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
に
対
す
る
比
率
を
乗
じ
て
得
た
利
益
の
程
度
（
こ
の
利
益
の
程
度
と

に
規
定
す
る
利
益
の
程

(a)

度
と
の
和
が
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ

の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・

〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三

一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
及
び
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国

か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
十
七
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
と
の
和
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
も
の
と
す
る
。
）

申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
行
っ
た
後
、
次
の
い
ず
れ
か
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

14

13

自
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七

(a)
(i)

〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ

Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の

原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
こ
の

の
規
定
（
注
１
）

に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階

(i)

的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に

従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
前
に
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付

10
(a)

(d)

録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇

〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三

一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
被
申

立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
を
次
の

及
び

の
規
定
に
従
っ
て
延

(A)

(B)

期
す
る
こ
と
（
注
２
、
注
３
）
。

注
１

申
立
付
録
締
約
国
は
、
自
国
が
課
す
る
こ
の

に
規
定
す
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
こ
の

の
規
定

(i)

(i)

に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る

約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
の
前
日
に
お
い
て
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

10
(a)

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
が
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ

(d)



一
四
一
八

ル
が
決
定
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
相
互
に
満
足
す
べ
き
解
決
が
得
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、

に
規
定
す
る
パ
ネ
ル
の
決
定
が
当
該

13

削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
の
前
日
の
後
に
発
出
さ
れ
る
と
き
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
申
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
こ
の

に
規
定
す
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
率
の
一
回
目
の
引
下
げ
が
生

(a)

(i)

じ
た
で
あ
ろ
う
日
か
ら
九
十
日
ま
で
の
期
間
、
当
該
自
動
車
の
実
行
最
恵
国
税
率
を
超
え
な
い
程
度
ま
で
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
率
を

引
き
上
げ
る
こ
と
。

パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
が
、
当
該
申
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
率
の
一
回
目
の
引
下

(b)

13

げ
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
日
の
後
九
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
引
下
げ
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
日
の
後
九
十
日
目
の
日
以
後
、

の

11
(b)

規
定
に
よ
っ
て
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
行
っ
た
後
、

の
規
定
に
従
っ
て
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

(c)

13

14
(a)
(ii)

注
２

関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
に
際
し
、
申
立
付
録
締
約
国
は
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
期
間
、
こ
の

(i)

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
、
予
定
さ
れ
る
関
税

(i)の
引
下
げ
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
３

申
立
付
録
締
約
国
は
、
自
国
が
課
す
る
こ
の

に
規
定
す
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
こ
の

の
規
定

(i)

(i)

に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る

約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て
利
益
の
程
度
を
決

13

定
し
た
が
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
相
互
に
満
足

す
べ
き
解
決
が
得
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

の
規
定
に
従
っ
て
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
の

(a)

(i)

期
間
は
、
当
該
申
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と

(i)

し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に

従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
日
の
前
日
に
終
了
す
る
も
の
と
み
な
す
。

そ
の
後
九
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
当
該
自
動
車
の
実
行
最
恵
国
税
率
を
超
え
な
い
程
度
ま
で
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
率
を
引
き
上

(b)
(i)

げ
る
こ
と
。

そ
の
後
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

(ii)

14
(a)
(ii)

当
該
申
立
付
録
締
約
国
が
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
違
反
又

(A)
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
の
期
間
に
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て
決
定
す
る
利
益
の
程
度
を
統
一
シ
ス
テ
ム
の

13



一
四
一
九

ル
が
決
定
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
相
互
に
満
足
す
べ
き
解
決
が
得
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、

に
規
定
す
る
パ
ネ
ル
の
決
定
が
当
該

13

削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
の
前
日
の
後
に
発
出
さ
れ
る
と
き
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
申
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
こ
の

に
規
定
す
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
率
の
一
回
目
の
引
下
げ
が
生

(a)

(i)

じ
た
で
あ
ろ
う
日
か
ら
九
十
日
ま
で
の
期
間
、
当
該
自
動
車
の
実
行
最
恵
国
税
率
を
超
え
な
い
程
度
ま
で
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
率
を

引
き
上
げ
る
こ
と
。

パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
が
、
当
該
申
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
率
の
一
回
目
の
引
下

(b)

13

げ
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
日
の
後
九
十
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
引
下
げ
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
日
の
後
九
十
日
目
の
日
以
後
、

の

11
(b)

規
定
に
よ
っ
て
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
行
っ
た
後
、

の
規
定
に
従
っ
て
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

(c)

13

14
(a)
(ii)

注
２

関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
に
際
し
、
申
立
付
録
締
約
国
は
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
期
間
、
こ
の

(i)

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
、
予
定
さ
れ
る
関
税

(i)の
引
下
げ
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
３

申
立
付
録
締
約
国
は
、
自
国
が
課
す
る
こ
の

に
規
定
す
る
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
こ
の

の
規
定

(i)

(i)

に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る

約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
の
前
日
に
お
い
て
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て
利
益
の
程
度
を
決

13

定
し
た
が
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
し
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
相
互
に
満
足

す
べ
き
解
決
が
得
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

の
規
定
に
従
っ
て
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
の

(a)

(i)

期
間
は
、
当
該
申
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、
こ
の

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と

(i)

し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に

従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
日
の
前
日
に
終
了
す
る
も
の
と
み
な
す
。

そ
の
後
九
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
当
該
自
動
車
の
実
行
最
恵
国
税
率
を
超
え
な
い
程
度
ま
で
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
率
を
引
き
上

(b)
(i)

げ
る
こ
と
。

そ
の
後
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

(ii)

14
(a)
(ii)

当
該
申
立
付
録
締
約
国
が
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
を
延
期
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
違
反
又

(A)
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
の
期
間
に
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て
決
定
す
る
利
益
の
程
度
を
統
一
シ
ス
テ
ム
の

13



一
四
二
〇

第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年

間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八

七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ

Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
及
び
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産

自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
と
の
和
で
除
し
た
数
を
乗
じ
た
も
の
と
す
る
。

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
の
期
間
は
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終

(B)

(i)

10
(a)

報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
日
に
開
始
し
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
若

(d)

し
く
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
し
た
日
又
は
相
互
に
満
足
す
べ
き
解
決
に
達
し
た
日

に
終
了
す
る
。
た
だ
し
、
パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
が
パ
ネ
ル
が
再
招
集
さ
れ
た
日
の
後
九
十

13

日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
決
定
の
発
出
が
九
十
日
を
超
え
た
日
数
は
、
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
の
期

間
に
含
め
な
い
。

被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、

(ii)
申
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ

Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、

Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
被
申
立
付
録
締
約

国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な

(i)

撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て

削
減
が
開
始
さ
れ
た
日
以
後
に
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締

10
(a)

(d)

約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
原
産
自
動
車
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て
決
定
し
た
程
度
ま
で

13

被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
が

の

13
(a)

規
定
に
従
っ
て
決
定
し
た
利
益
の
程
度
が
当
該
原
産
自
動
車
に
つ
い
て
停
止
さ
れ
得
る
利
益
の
程
度
を
超
え
る
場
合
に

限
り
、
当
該
原
産
自
動
車
以
外
の
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
当
該
原
産
品
の
実
行
最
恵
国
税
率

を
超
え
な
い
程
度
ま
で
関
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
申

(b)
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
及
び
第
八
七
・
〇
四
項
に
分
類
さ
れ
る
自
動
車
の
実
行
最



一
四
二
一

第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年

間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八

七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ

Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
及
び
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産

自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン

ト
と
の
和
で
除
し
た
数
を
乗
じ
た
も
の
と
す
る
。

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
の
期
間
は
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終

(B)

(i)

10
(a)

報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
日
に
開
始
し
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
若

(d)

し
く
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
し
た
日
又
は
相
互
に
満
足
す
べ
き
解
決
に
達
し
た
日

に
終
了
す
る
。
た
だ
し
、
パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
が
パ
ネ
ル
が
再
招
集
さ
れ
た
日
の
後
九
十

13

日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
決
定
の
発
出
が
九
十
日
を
超
え
た
日
数
は
、
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
の
期

間
に
含
め
な
い
。

被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、

(ii)
申
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ

Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、

Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
被
申
立
付
録
締
約

国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な

(i)

撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て

削
減
が
開
始
さ
れ
た
日
以
後
に
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締

10
(a)

(d)

約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
原
産
自
動
車
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て
決
定
し
た
程
度
ま
で

13

被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
が

の

13
(a)

規
定
に
従
っ
て
決
定
し
た
利
益
の
程
度
が
当
該
原
産
自
動
車
に
つ
い
て
停
止
さ
れ
得
る
利
益
の
程
度
を
超
え
る
場
合
に

限
り
、
当
該
原
産
自
動
車
以
外
の
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
当
該
原
産
品
の
実
行
最
恵
国
税
率

を
超
え
な
い
程
度
ま
で
関
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
し
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
申

(b)
立
付
録
締
約
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
及
び
第
八
七
・
〇
四
項
に
分
類
さ
れ
る
自
動
車
の
実
行
最



一
四
二
二

恵
国
税
率
が
無
税
で
あ
る
場
合
に
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て

13

決
定
し
た
程
度
ま
で
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

被
申
立
付
録
締
約
国
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・

(i)
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・

三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
申

立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関

(a)
(i)

税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
被
申
立
付
録
締
約

国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
前
に
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ

10
(a)

(d)

い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
の
後
九
十
日
ま
で
の

13

期
間
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て
決
定
し
た
年
間
の
利
益
の

13

程
度
の
四
分
の
一
の
程
度
ま
で
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

被
申
立
付
録
締
約
国
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る

に
規
定
す
る
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、

(ii)

(i)

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し

(a)
(i)

て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
被
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
た
日
以
後
に
、
10

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次

(a)

(d)

の
こ
と
を
行
う
こ
と
。

パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
の
後
九
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産

(A)

13

品
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇

四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ

Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
及
び
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇

に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計

額
の
平
均
の
三
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
の
和
の
四
分
の
一
の
額
ま
で
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用

を
停
止
す
る
こ
と
。

パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
が
パ
ネ
ル
が
再
招
集
さ
れ
た
日
の
後
九
十
日
を
超
え
る
場
合
に

(B)

13

は
、
パ
ネ
ル
が
当
該
決
定
を
発
出
し
た
後
九
十
日
目
の
日
以
後
、
当
該
決
定
の
発
出
が
九
十
日
を
超
え
た
日
数
の



一
四
二
三

恵
国
税
率
が
無
税
で
あ
る
場
合
に
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て

13

決
定
し
た
程
度
ま
で
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

被
申
立
付
録
締
約
国
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・

(i)
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・

三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
申

立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関

(a)
(i)

税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
被
申
立
付
録
締
約

国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
る
日
前
に
、

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ

10
(a)

(d)

い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
の
後
九
十
日
ま
で
の

13

期
間
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
が

の
規
定
に
従
っ
て
決
定
し
た
年
間
の
利
益
の

13

程
度
の
四
分
の
一
の
程
度
ま
で
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

被
申
立
付
録
締
約
国
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る

に
規
定
す
る
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、

(ii)

(i)

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し

(a)
(i)

て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
被
申
立
付
録
締
約
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始
さ
れ
た
日
以
後
に
、
10

に
規
定
す
る
決
定
を
含
む
最
終
報
告
書
が
８

の
規
定
に
基
づ
い
て
両
付
録
締
約
国
に
提
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
次

(a)

(d)

の
こ
と
を
行
う
こ
と
。

パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
の
後
九
十
日
ま
で
の
期
間
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産

(A)

13

品
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計
額
の
平
均
の
三
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇

四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ

Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
及
び
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇

に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
直
近
の
四
年
に
お
け
る
年
間
輸
入
量
の
合
計

額
の
平
均
の
三
十
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
の
和
の
四
分
の
一
の
額
ま
で
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用

を
停
止
す
る
こ
と
。

パ
ネ
ル
が

に
規
定
す
る
決
定
を
発
出
し
た
日
が
パ
ネ
ル
が
再
招
集
さ
れ
た
日
の
後
九
十
日
を
超
え
る
場
合
に

(B)

13

は
、
パ
ネ
ル
が
当
該
決
定
を
発
出
し
た
後
九
十
日
目
の
日
以
後
、
当
該
決
定
の
発
出
が
九
十
日
を
超
え
た
日
数
の



一
四
二
四

間
、
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ
い
て
、

に
規
定
す
る
額
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
額
ま
で
被
申
立

(A)

付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
産
品
に
適
用
さ
れ
る
引
上
げ
後
の
関
税
率
は
、
当
該
産
品
の
実
行
最
恵
国
税
率
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

又
は

若
し
く
は

に
規
定
す
る
利
益
の
停
止
は
、
一
時
的
な
措
置
と
し
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
若
し
く

15

11

14
(a)
(ii)

(b)

は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
す
る
時
ま
で
の
間
又
は
相
互
に
満
足
す
べ
き
解
決
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
の
み
適

用
さ
れ
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
関
税
率
の
引
上
げ
が
効
力
を
生
ず
る
日
ま
で
に
、

又
は

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ

16
(a)

11

14
(a)
(ii)

(b)

く
関
税
率
の
引
上
げ
を
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、

に
規
定
す
る
原
産
自
動
車
の
関
税
率
の
一
回
目
の
引
下
げ
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
日
の
前

(b)

14
(a)
(i)

日
ま
で
に
、

の
規
定
に
基
づ
く
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
の
期
間
を
被
申
立
付
録
締
約
国
に

14
(a)
(i)

対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。

被
申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
認
め
る
場

17
(a)

合
に
は
、

か
ら

ま
で
に
定
め
る
手
続
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
通
報
に
よ

11

14

り
、
問
題
を
パ
ネ
ル
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ネ
ル
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
書
面
に
よ
る
通
報
を
行
っ
た
後

九
十
日
以
内
に
当
該
問
題
に
関
す
る
報
告
書
を
発
出
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
す
る

(b)
場
合
に
は
、

又
は

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
く
利
益
の
停
止
を
速
や
か
に
解
除
す
る
（
注
）

。

11

14
(a)
(ii)

(b)

注

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
付
録
締
約
国
は
、
当
該
利
益
の
停
止
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
適
用
し
た
で
あ
ろ
う
税
率
ま
で
関
税
を
引

き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

又
は

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
く
利
益
の
停
止
を
解
除
す
る
。

11

14
(a)
(ii)

(b)

こ
の
条
に
定
め
る
手
続
は
、
こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
二
年
目
の
年

18
の
一
月
一
日
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・

〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三

一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
及
び
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か

ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
が
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期

14
(a)
(i)

間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
表
に
従
っ
て
撤
廃
さ
れ
た
日

の
後
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
適
用
す
る
。
も
っ
と
も
、
当
該
手
続
は
、
当
該
五
年
を
経
過
し
た
日
に
先
立
ち
パ
ネ
ル
が
８



一
四
二
五

間
、
被
申
立
付
録
締
約
国
か
ら
の
原
産
品
に
つ
い
て
、

に
規
定
す
る
額
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
額
ま
で
被
申
立

(A)

付
録
締
約
国
に
対
す
る
利
益
の
適
用
を
停
止
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
産
品
に
適
用
さ
れ
る
引
上
げ
後
の
関
税
率
は
、
当
該
産
品
の
実
行
最
恵
国
税
率
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

又
は

若
し
く
は

に
規
定
す
る
利
益
の
停
止
は
、
一
時
的
な
措
置
と
し
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
若
し
く

15

11

14
(a)
(ii)

(b)

は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
す
る
時
ま
で
の
間
又
は
相
互
に
満
足
す
べ
き
解
決
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
の
み
適

用
さ
れ
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
関
税
率
の
引
上
げ
が
効
力
を
生
ず
る
日
ま
で
に
、

又
は

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ

16
(a)

11

14
(a)
(ii)

(b)

く
関
税
率
の
引
上
げ
を
被
申
立
付
録
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、

に
規
定
す
る
原
産
自
動
車
の
関
税
率
の
一
回
目
の
引
下
げ
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
日
の
前

(b)

14
(a)
(i)

日
ま
で
に
、

の
規
定
に
基
づ
く
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
の
期
間
を
被
申
立
付
録
締
約
国
に

14
(a)
(i)

対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。

被
申
立
付
録
締
約
国
は
、
パ
ネ
ル
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
認
め
る
場

17
(a)

合
に
は
、

か
ら

ま
で
に
定
め
る
手
続
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
申
立
付
録
締
約
国
に
対
す
る
書
面
に
よ
る
通
報
に
よ

11

14

り
、
問
題
を
パ
ネ
ル
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
パ
ネ
ル
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
書
面
に
よ
る
通
報
を
行
っ
た
後

九
十
日
以
内
に
当
該
問
題
に
関
す
る
報
告
書
を
発
出
す
る
。

申
立
付
録
締
約
国
は
、
被
申
立
付
録
締
約
国
が
違
反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
を
除
去
し
た
と
パ
ネ
ル
が
決
定
す
る

(b)
場
合
に
は
、

又
は

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
く
利
益
の
停
止
を
速
や
か
に
解
除
す
る
（
注
）

。

11

14
(a)
(ii)

(b)

注

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
付
録
締
約
国
は
、
当
該
利
益
の
停
止
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
適
用
し
た
で
あ
ろ
う
税
率
ま
で
関
税
を
引

き
下
げ
る
こ
と
に
よ
り
、

又
は

若
し
く
は

の
規
定
に
基
づ
く
利
益
の
停
止
を
解
除
す
る
。

11

14
(a)
(ii)

(b)

こ
の
条
に
定
め
る
手
続
は
、
こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
二
年
目
の
年

18
の
一
月
一
日
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・

〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三

一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
及
び
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か

ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
が
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の
関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期

14
(a)
(i)

間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
表
に
従
っ
て
撤
廃
さ
れ
た
日

の
後
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
適
用
す
る
。
も
っ
と
も
、
当
該
手
続
は
、
当
該
五
年
を
経
過
し
た
日
に
先
立
ち
パ
ネ
ル
が
８



一
四
二
六

に
規
定
す
る
最
終
報
告
書
を
提
示
し
た
紛
争
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
適
用
す
る
（
注
）
。

(d)
注

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五

〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八

七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の

14
(a)
(i)

関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始

さ
れ
る
日
前
に
、

の
規
定
に
基
づ
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
要
請
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
パ
ネ
ル
が
、
問
題
に
つ
い
て
そ
の
最
終
報
告
書
に
お
い
て
違

４
(a)

反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
が
存
在
す
る
と
決
定
し
な
い
場
合
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
日
か
ら
、
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
の
削
減
が
開
始
さ
れ

る
日
ま
で
の
期
間
に
、
一
方
の
付
録
締
約
国
が

の
規
定
に
基
づ
い
て
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
し
た
問
題
に
つ
い
て
、

か
ら

ま
で
に
定
め
る
手

４
(a)

10

17

続
に
代
え
て
、
第
二
十
八
・
十
九
条
（
最
終
報
告
書
の
実
施
）
３
か
ら
７
ま
で
、
第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
及
び

第
二
十
八
・
二
十
一
条
（
履
行
状
況
の
審
査
）
に
定
め
る
手
続
を
準
用
す
る
。

こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
十
五
年
目
の
年
の
一
月
一
日

(a)

こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
十
五
年
目
の
年
の
一
月
一
日
以
前
に
最
終
報
告
書
が
提
示
さ
れ
て

(b)
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
最
終
報
告
書
が
提
示
さ
れ
た
日

両
付
録
締
約
国
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
付
録
締
約
国
の
要
請
に
応
じ
、
こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ

19
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
五
年
を
経
過
し
た
後
及
び
そ
の
後
は
両
付
録
締
約
国
が
決
定
す
る
間
隔
で
、
こ
の
条
の
規
定
の

運
用
及
び
実
効
性
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
。

第
八
条

１

一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
他
方
の
付
録
締
約
国
が
提
案
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
お
り
、
又
は
既
に
提
案
し
た
自
動
車
に
関

す
る
非
関
税
措
置
に
つ
い
て
、
当
該
他
方
の
付
録
締
約
国
が
意
見
を
求
め
る
た
め
に
当
該
非
関
税
措
置
を
公
表
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
方
の
付
録
締
約
国
に
対
し
、
協
議
の
た
め
の
手
続
を
開
始
す
る
よ
う
書
面
に
よ
り
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

協
議
の
た
め
の
手
続
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
の
受
領

の
日
の
後
十
日
以
内
に
進
め
る
。
当
該
要
請
を
受
け
る
付
録
締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
非
関
税
措
置
に
関
し
、
当
該
要
請

を
行
っ
た
付
録
締
約
国
に
対
し
て
、
問
題
を
提
起
し
、
及
び
照
会
す
る
機
会
を
与
え
、
可
能
な
限
り
情
報
の
提
供
を
行
い
、

並
び
に
当
該
要
請
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
の
意
見
を
聴
取
す
る
。

３

１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
が
、
意
見
を
求
め
る
た
め
に
公
表
さ
れ
て
い
る
非
関
税
措
置
の
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合



一
四
二
七

に
規
定
す
る
最
終
報
告
書
を
提
示
し
た
紛
争
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
適
用
す
る
（
注
）
。

(d)
注

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
課
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
八
七
・
〇
三
項
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
二
・
五

〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
二
三
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
一
・
〇
〇
、
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八
七
〇
四
・
三
二
・
〇
〇
又
は
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
八

七
〇
四
・
九
〇
・
〇
〇
に
分
類
さ
れ
る
日
本
国
か
ら
の
原
産
自
動
車
の
関
税
に
つ
き
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
と
ら
れ
た
行
動
の
結
果
と
し
て
の

14
(a)
(i)

関
税
の
段
階
的
な
撤
廃
の
期
間
の
開
始
の
延
期
を
考
慮
し
て
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に
係
る
約
束
）
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
表
に
従
っ
て
削
減
が
開
始

さ
れ
る
日
前
に
、

の
規
定
に
基
づ
く
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
要
請
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
パ
ネ
ル
が
、
問
題
に
つ
い
て
そ
の
最
終
報
告
書
に
お
い
て
違

４
(a)

反
又
は
無
効
化
若
し
く
は
侵
害
が
存
在
す
る
と
決
定
し
な
い
場
合
に
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
日
か
ら
、
当
該
原
産
自
動
車
の
関
税
の
削
減
が
開
始
さ
れ

る
日
ま
で
の
期
間
に
、
一
方
の
付
録
締
約
国
が

の
規
定
に
基
づ
い
て
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
し
た
問
題
に
つ
い
て
、

か
ら

ま
で
に
定
め
る
手

４
(a)

10

17

続
に
代
え
て
、
第
二
十
八
・
十
九
条
（
最
終
報
告
書
の
実
施
）
３
か
ら
７
ま
で
、
第
二
十
八
・
二
十
条
（
未
実
施
（
代
償
及
び
利
益
の
停
止
）
）
及
び

第
二
十
八
・
二
十
一
条
（
履
行
状
況
の
審
査
）
に
定
め
る
手
続
を
準
用
す
る
。

こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
十
五
年
目
の
年
の
一
月
一
日

(a)

こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
十
五
年
目
の
年
の
一
月
一
日
以
前
に
最
終
報
告
書
が
提
示
さ
れ
て

(b)
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
最
終
報
告
書
が
提
示
さ
れ
た
日

両
付
録
締
約
国
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
付
録
締
約
国
の
要
請
に
応
じ
、
こ
の
協
定
が
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ

19
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
の
後
五
年
を
経
過
し
た
後
及
び
そ
の
後
は
両
付
録
締
約
国
が
決
定
す
る
間
隔
で
、
こ
の
条
の
規
定
の

運
用
及
び
実
効
性
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
。

第
八
条

１

一
方
の
付
録
締
約
国
は
、
他
方
の
付
録
締
約
国
が
提
案
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
お
り
、
又
は
既
に
提
案
し
た
自
動
車
に
関

す
る
非
関
税
措
置
に
つ
い
て
、
当
該
他
方
の
付
録
締
約
国
が
意
見
を
求
め
る
た
め
に
当
該
非
関
税
措
置
を
公
表
し
て
い
る
か

ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
他
方
の
付
録
締
約
国
に
対
し
、
協
議
の
た
め
の
手
続
を
開
始
す
る
よ
う
書
面
に
よ
り
要
請
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

協
議
の
た
め
の
手
続
は
、
両
付
録
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
の
受
領

の
日
の
後
十
日
以
内
に
進
め
る
。
当
該
要
請
を
受
け
る
付
録
締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
非
関
税
措
置
に
関
し
、
当
該
要
請

を
行
っ
た
付
録
締
約
国
に
対
し
て
、
問
題
を
提
起
し
、
及
び
照
会
す
る
機
会
を
与
え
、
可
能
な
限
り
情
報
の
提
供
を
行
い
、

並
び
に
当
該
要
請
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
の
意
見
を
聴
取
す
る
。

３

１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
が
、
意
見
を
求
め
る
た
め
に
公
表
さ
れ
て
い
る
非
関
税
措
置
の
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合



一
四
二
八

に
は
、
当
該
要
請
を
受
け
た
付
録
締
約
国
は
、
安
全
上
、
健
康
上
、
環
境
の
保
全
上
又
は
国
家
の
安
全
保
障
上
の
緊
急
の
問

題
が
生
じ
て
い
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
意
見
の
提
出
期
間
の
間
に
当
該
非
関
税
措
置
の
案
を
実
施
す
る
こ
と
を
差
し
控
え

る
。

４

１
の
規
定
に
基
づ
い
て
要
請
が
行
わ
れ
た
非
関
税
措
置
が
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
付
録
締
約

国
が
、
当
該
非
関
税
措
置
が
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
１

に
規
定
す
る
こ
の
協
定
の
義
務
に
適
合
し
て
お
ら
ず
、

(b)

又
は
当
該
非
関
税
措
置
が
同
条
１

の
規
定
の
意
味
に
お
い
て
利
益
を
無
効
に
し
、
若
し
く
は
侵
害
し
て
い
る
と
認
め
る
と

(c)

き
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
は
、
そ
の
旨
を
他
方
の
付
録
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
通
報
に
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置
の
特
定
及
び
申
立
て
の
法
的
根
拠
の
記
載
を
含
む
も
の
と
す
る
。
当
該

通
報
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
は
、
当
該
通
報
の
受
領
の
日
の
後
十
四
日
目
の
日
の
後
は
い
つ
で
も
、
前
条
４
の
規
定
に
基
づ

い
て
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
）

。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
一
方
の
付
録
締
約
国
の
要
請
が
あ
る
場
合

に
は
、
両
付
録
締
約
国
は
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
、
当
該
通
報
の
受
領
の
日
の
後
十
四
日
以
内
に
協
議
を
開
始
す
る
。

注

こ
の
４
の
規
定
に
基
づ
く
通
報
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
は
、
前
条
３

の
規
定
に
基
づ
い
て
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
な
し
に
、
こ
の
４
及
び
５
に
規

(a)

定
す
る
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

両
付
録
締
約
国
が
４
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
４
の
規
定
に
基
づ
く
通
報

の
受
領
の
日
の
後
十
四
日
以
内
に
追
加
的
な
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
要
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
両
付

録
締
約
国
は
、
そ
の
後
速
や
か
に
追
加
的
な
協
議
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
通
報
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
は
、
当
該

通
報
の
受
領
の
日
の
後
三
十
日
目
の
日
の
後
は
い
つ
で
も
、
前
条
４
の
規
定
に
基
づ
い
て
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

６

４
及
び
５
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
５
か
ら
８
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る

（
注
）
。

注

こ
の
６
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
６
及
び
７
の
規
定
中
「
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
４
及
び
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。第

九
条
（
注
）

注

い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
こ
の
条
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
を

求
め
て
は
な
ら
な
い
。

１

両
付
録
締
約
国
は
、
こ
こ
に
各
付
録
締
約
国
の
関
係
当
局
の
代
表
者
か
ら
成
る
自
動
車
に
関
す
る
二
国
間
特
別
小
委
員
会



一
四
二
九

に
は
、
当
該
要
請
を
受
け
た
付
録
締
約
国
は
、
安
全
上
、
健
康
上
、
環
境
の
保
全
上
又
は
国
家
の
安
全
保
障
上
の
緊
急
の
問

題
が
生
じ
て
い
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
意
見
の
提
出
期
間
の
間
に
当
該
非
関
税
措
置
の
案
を
実
施
す
る
こ
と
を
差
し
控
え

る
。

４

１
の
規
定
に
基
づ
い
て
要
請
が
行
わ
れ
た
非
関
税
措
置
が
採
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
付
録
締
約

国
が
、
当
該
非
関
税
措
置
が
第
二
十
八
・
三
条
（
適
用
範
囲
）
１

に
規
定
す
る
こ
の
協
定
の
義
務
に
適
合
し
て
お
ら
ず
、

(b)

又
は
当
該
非
関
税
措
置
が
同
条
１

の
規
定
の
意
味
に
お
い
て
利
益
を
無
効
に
し
、
若
し
く
は
侵
害
し
て
い
る
と
認
め
る
と

(c)

き
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
は
、
そ
の
旨
を
他
方
の
付
録
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
通
報
に
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
措
置
の
特
定
及
び
申
立
て
の
法
的
根
拠
の
記
載
を
含
む
も
の
と
す
る
。
当
該

通
報
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
は
、
当
該
通
報
の
受
領
の
日
の
後
十
四
日
目
の
日
の
後
は
い
つ
で
も
、
前
条
４
の
規
定
に
基
づ

い
て
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
注
）

。
た
だ
し
、
い
ず
れ
か
一
方
の
付
録
締
約
国
の
要
請
が
あ
る
場
合

に
は
、
両
付
録
締
約
国
は
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
、
当
該
通
報
の
受
領
の
日
の
後
十
四
日
以
内
に
協
議
を
開
始
す
る
。

注

こ
の
４
の
規
定
に
基
づ
く
通
報
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
は
、
前
条
３

の
規
定
に
基
づ
い
て
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
な
し
に
、
こ
の
４
及
び
５
に
規

(a)

定
す
る
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

両
付
録
締
約
国
が
４
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
を
行
う
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
４
の
規
定
に
基
づ
く
通
報

の
受
領
の
日
の
後
十
四
日
以
内
に
追
加
的
な
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
要
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
両
付

録
締
約
国
は
、
そ
の
後
速
や
か
に
追
加
的
な
協
議
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
通
報
を
行
っ
た
付
録
締
約
国
は
、
当
該

通
報
の
受
領
の
日
の
後
三
十
日
目
の
日
の
後
は
い
つ
で
も
、
前
条
４
の
規
定
に
基
づ
い
て
パ
ネ
ル
の
設
置
を
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

６

４
及
び
５
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
５
か
ら
８
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る

（
注
）
。

注

こ
の
６
の
規
定
の
適
用
上
、
第
二
十
八
・
五
条
（
協
議
）
６
及
び
７
の
規
定
中
「
こ
の
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
４
及
び
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。第

九
条
（
注
）

注

い
ず
れ
の
付
録
締
約
国
も
、
こ
の
条
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
問
題
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）
又
は
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
を

求
め
て
は
な
ら
な
い
。

１

両
付
録
締
約
国
は
、
こ
こ
に
各
付
録
締
約
国
の
関
係
当
局
の
代
表
者
か
ら
成
る
自
動
車
に
関
す
る
二
国
間
特
別
小
委
員
会



一
四
三
〇

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
米
自
動
車
特
別
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
日
米
自
動
車
特
別
小
委
員
会
は
、

次
の
こ
と
を
行
う
。

こ
の
協
定
に
基
づ
く
自
動
車
に
関
す
る
義
務
の
実
施
を
監
視
す
る
こ
と
。

(a)

一
方
の
付
録
締
約
国
が
提
起
し
た
両
付
録
締
約
国
間
の
貿
易
及
び
投
資
に
影
響
を
及
ぼ
す
自
動
車
及
び
自
動
車
部
品
に

(b)
関
連
す
る
措
置
の
作
成
及
び
実
施
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
協
議
す
る
こ
と
。

第
二
条
４
に
規
定
す
る
実
施
後
の
見
直
し
に
関
す
る
情
報
の
交
換
を
行
う
こ
と
。

(c)

新
た
な
問
題
（
代
替
燃
料
を
使
用
す
る
自
動
車
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
及
び
通
行
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
一
層
の
協

(d)
力
及
び
他
の
市
場
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
両
付
録
締
約
国
間
の
協
力
を
円
滑
に
す
る
こ
と
。

自
動
車
及
び
自
動
車
部
品
に
関
し
、
二
国
間
の
、
地
域
的
な
及
び
世
界
的
な
市
場
の
発
展
並
び
に
貿
易
、
投
資
、
生

(e)
産
、
販
売
及
び
流
通
の
傾
向
を
監
視
す
る
こ
と
。

日
米
自
動
車
特
別
小
委
員
会
の
活
動
に
関
連
す
る
事
項
で
あ
っ
て
両
付
録
締
約
国
が
合
意
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
両
付

(f)
録
締
約
国
の
利
害
関
係
者
か
ら
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
。

両
付
録
締
約
国
が
合
意
す
る
場
合
に
は
、
他
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
。

(g)
２

日
米
自
動
車
特
別
小
委
員
会
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
付
録
締
約
国
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
会
合
し
、
及
び
両
付
録
締

約
国
が
別
段
の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
少
な
く
と
も
年
一
回
会
合
す
る
。
会
合
は
、
両
付
録
締
約
国
が
決
定
す
る

場
所
に
お
い
て
及
び
手
段
に
よ
り
開
催
す
る
。



一
四
三
一

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
日
米
自
動
車
特
別
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
日
米
自
動
車
特
別
小
委
員
会
は
、

次
の
こ
と
を
行
う
。

こ
の
協
定
に
基
づ
く
自
動
車
に
関
す
る
義
務
の
実
施
を
監
視
す
る
こ
と
。

(a)

一
方
の
付
録
締
約
国
が
提
起
し
た
両
付
録
締
約
国
間
の
貿
易
及
び
投
資
に
影
響
を
及
ぼ
す
自
動
車
及
び
自
動
車
部
品
に

(b)
関
連
す
る
措
置
の
作
成
及
び
実
施
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
協
議
す
る
こ
と
。

第
二
条
４
に
規
定
す
る
実
施
後
の
見
直
し
に
関
す
る
情
報
の
交
換
を
行
う
こ
と
。

(c)

新
た
な
問
題
（
代
替
燃
料
を
使
用
す
る
自
動
車
の
製
造
、
輸
入
、
販
売
及
び
通
行
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
の
一
層
の
協

(d)
力
及
び
他
の
市
場
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
両
付
録
締
約
国
間
の
協
力
を
円
滑
に
す
る
こ
と
。

自
動
車
及
び
自
動
車
部
品
に
関
し
、
二
国
間
の
、
地
域
的
な
及
び
世
界
的
な
市
場
の
発
展
並
び
に
貿
易
、
投
資
、
生

(e)
産
、
販
売
及
び
流
通
の
傾
向
を
監
視
す
る
こ
と
。

日
米
自
動
車
特
別
小
委
員
会
の
活
動
に
関
連
す
る
事
項
で
あ
っ
て
両
付
録
締
約
国
が
合
意
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
両
付

(f)
録
締
約
国
の
利
害
関
係
者
か
ら
情
報
の
提
供
を
受
け
る
た
め
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
。

両
付
録
締
約
国
が
合
意
す
る
場
合
に
は
、
他
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
。

(g)
２

日
米
自
動
車
特
別
小
委
員
会
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
付
録
締
約
国
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
会
合
し
、
及
び
両
付
録
締

約
国
が
別
段
の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
少
な
く
と
も
年
一
回
会
合
す
る
。
会
合
は
、
両
付
録
締
約
国
が
決
定
す
る

場
所
に
お
い
て
及
び
手
段
に
よ
り
開
催
す
る
。


